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午後１時３０分 開会 

○小笠原調査官 定刻となりましたので、第２回今後の委託プロジェクト研究に係る研究戦略

検討会を開催いたします。 

 開会の前に、会場の皆様がお持ちの携帯電話につきましては、マナーモードにしていただく

か、電源をお切りくださいますようお願いいたします。 

 それでは、本検討会の開催に当たりまして、農林水産技術会議事務局長の雨宮からご挨拶を

申し上げます。 

○雨宮事務局長 皆さん、こんにちは。雨宮でございます。 

 第２回目でございますけれども、各地からお忙しい中をお集まりいただきまして本当にあり

がとうございます。 

 前回お話し申し上げましたように、農業の発展にとってこの技術開発、研究開発は不可欠な

ものでありますけれども、より現場のニーズあるいは実需のニーズに沿った研究をしていきた

いということで、ご議論をいただいているところでございます。 

 農政の方向性としては、昨年12月に「農林水産業・地域の活力創造プラン」が打ち出されま

して、その中でも新しい技術による農業のイノベーションといったことが一つの柱として打ち

出されております。そういった施策の方向にもしっかりとこたえていく、そして現場のニーズ

にしっかりとこたえていくということを、この研究の支援措置の中でも実現していきたいとい

うことでございます。 

 研究開発に対するさまざまな支援のツール、スキームがございますけれども、その中で特に

政策に対応した研究支援ということで、委託プロジェクトというスキームを持っております。

この委託プロジェクトの枠組みの中で、できるだけニーズにお応えする、あるいは政策の方向

に沿った形にさせていただくということで、研究戦略を打ち立てようということで議論をして

いただいているところでございます。 

 前回ご議論いただきました以降、現場の皆様、農家の皆様のニーズ、ご意見をお伺いしたり、

アンケート調査をしたり、あるいはブロックごとに提案会を設けさせていただいて、現場のほ

うで生まれております技術シーズにつきましてもいろいろ集めてきたところでございます。こ

ういったものを少し整理して、今後の研究の中身にしていきたいと思っているわけでございま

す。 

 一応今日は、そういったものを少し整理させていただいた研究戦略の案をご提示させていた

だきますけれども、まだまだ充分に煮詰まっていないといいますか、積み上げられていないも
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のでございます。ただ、予算のほうのスケジュールもありまして、８月中には概算要求も出さ

ないといけませんので、そこに向けて一応このような考え方で進めさせていただくということ

だけ今日はご確認いただいた上で、中身については年末までにさらに磨きをかけて、現場のニ

ーズに応えられる研究の柱を立てていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 本日も忌憚のない意見交換をお願いしたいと思います。 

 ありがとうございます。 

○小笠原調査官 続きまして、本検討会のメンバーの外部有識者のうち、前回ご都合によりご

欠席された方と、今回から新たに委員になられた方をご紹介させていただきます。 

 初めに、株式会社浅井農園代表取締役の浅井雄一郎様です。 

 続きまして、富士通株式会社イノベーションビジネス本部ソーシャルイノベーションビジネ

ス統括部Akisaiビジネス部シニアマネージャーの砂子幸二様です。 

 また、本日の出席者につきましては、お手元の資料１－１、資料１－２をもってご紹介にか

えさせていただきますが、本日、木内委員、三輪委員、若林委員におかれましてはご欠席とな

っております。また、横田委員におかれましては遅れていらっしゃる予定でございます。 

 それでは、早速でございますが、議事に移りたいと思います。 

 ここから先の進行は座長にお願いしたいと思います。 

 中嶋座長、よろしくお願いします。 

○中嶋座長 中嶋です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の検討会は16時30分までの予定となっております。長い時間となりますが、円滑な運営

にご協力をお願いいたします。 

 まず最初に、事務局から資料の確認をお願いします。 

○小笠原調査官 配付資料の確認をさせていただきます。 

 お手元の配付資料一覧をごらんください。 

 お手元には、議事次第、座席表、配付資料の一覧がございまして、その下に資料１－１から

資料８まで、また、参考資料といたしまして参考１から参考６までございます。もし不足して

いる資料がございましたら、お近くの事務局職員にお声をおかけください。 

 また、議事録は、検討会終了後に委員の皆様にご確認をいただいた上で、農林水産技術会議

事務局のホームページに掲載して公表させていただきますので、そちらのほうもご協力をよろ

しくお願いいたします。 

○中嶋座長 先ほどご挨拶にもありましたように、本日は研究戦略骨子の取りまとめに向けた
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ご意見をいただきたいと思います。 

 初めに、前回の検討会及び研究戦略骨子たたき台に対し、委員から出されております意見に

ついて事務局で整理しておりますので、説明をお願いいたします。 

○島田研究推進課長 研究推進課長の島田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日、初めてご出席の方もいらっしゃいますので、この趣旨についてまず最初にご説明申し

上げたいと思います。 

 資料の後ろのほうに参考６というＡ３版が入ってございますので、これをお手元にお願いい

たします。 

 農林水産省の研究開発の制度の概要でございます。 

 表面が、私ども技術会議事務局で担当させていただいている制度についてでございまして、

オレンジ色の「行政ニーズに基づく研究」と、その下の「研究者の発意に基づく研究」と２つ

に大別しております。 

 下にあります研究者の発意に基づく研究、通常「競争的研究資金」「競争的資金」と言われ

るものでございまして、文部科学省の科研費等もこれに当たりますけれども、私どものほうで、

研究者の方々から新しい発想で出していただいたものの中からすぐれたものを選定させていた

だく形で研究を進めているものでございます。産学官の連携の中で自由な発想、創意工夫をも

って研究を進めていただいているようなものを採択させていただいております。 

 例としてそこに挙がっているのは、機能性食品として出ておりますβ－クリプトキサンチン、

これは温州ミカンの成分でございますけれども、こういったもので新たな健康機能性が研究さ

れた事例がございます。 

 上にございます行政ニーズに基づく研究は、私ども農林水産省の政策あるいはその技術的な

課題に対応するために課題を設定した形で進めるもの、それから私どものほうにございます研

究独法、そういったところが国の研究計画、あるいは目標に基づいて粛々と研究を進めるもの

の２つがございます。 

 一番上にございますのが独法みずから行うものでございますが、基礎から実用にかけて幅広

く、主務大臣の指示に基づき、中期目標に従って研究を進めていただいているものでございま

す。その下にございますのは「平成26年度まで」と書かれてございますが、国家的課題に対応

して行うもの、通常「プロジェクト研究」と言われるものでございますけれども、その出口を

見据えた研究ということで、そこにございますように農林水産省に蓄積された行政課題に対応

した研究テーマを設定して、その設定したテーマに基づいて研究を実施していただくという仕
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組みになってございます。例えばパン用の小麦を国産でつくるとか、あるいは土地の条件で、

かんがい排水がうまくできるＦＯＥＡＳという装置がございますけれども、こういったものが

研究開発の成果として出ております。 

 特に、オレンジのほうの上段に丸が３つございますけれども、生産現場からのニーズを私ど

も行政部局が受けて、研究に仕立て上げるという仕組みになってございます。今回この検討会

でご審議をいただくのは、資料の真ん中、赤い枠で囲まれている「国家的課題（活力創造プラ

ン等）に対応して行う、その出口に直結した研究」でございますが、特に今回のものについて

は生産現場のご意見、ニーズを積極的に収集して、そのニーズに基づいた対応をしたいという

ことで、こういう仕組みを立ち上げさせていただいた次第でございます。 

 真ん中に「農林水産省が研究戦略を作成」と書いてございますが、これは先ほど私どもの局

長のご説明にもございましたように、秋口から本格的に研究戦略をつくっていただく形になり

ます。今日はその前段の部分でございますが、青い枠の左側にございます「生産者等を中心と

する検討会を開催」それから「ブロック提案会による研究シーズと生産現場の研究開発へのニ

ーズ把握」ということでございまして、先ほど申し上げましたように、各地域のブロック別、

あるいは前回の検討会で出されたニーズを今回また咀嚼していただきまして、今後の戦略を策

定する際につなげていただきたいというのが、今回、第２回目の検討会の課題でございます。 

 そして、この戦略に基づきまして次年度─平成27年度に研究を始めていただくという仕組

みになってございます。 

 前回、７月３日の第１回検討会では、裏面にございます「今後の委託プロジェクト研究の重

点課題」ということで３つほど論点を挙げさせていただきました。収益力向上技術、生産シス

テム革新技術、そして産地強靱化技術、この３つの大きな論点についてご意見をいただきまし

た。 

 この中の四角に「多収への挑戦」等とございますように、こういったカテゴリーに分けてご

審議いただくということで、今日のご意見なり今後の骨子をつくる際にも、この分類で皆様方

からご意見をいただきたいという趣旨でございます。 

 以上がこの検討会の趣旨のご説明でございます。 

 あわせて、前回の議事について復習という意味も込めまして入れさせていただきましたのが、

資料３でございます。お手元にお願いいたします。 

 前回の検討の中で出された意見を、概要として入れさせていただいております。 

 時間の関係で主なものだけご紹介させていただきますので、ご了承ください。 
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 １番目、研究戦略の全体の考え方でございますが、一番最初に、本研究プロジェクトの課題

を考えていく上では、将来の経営像あるいは地域農業像をどうイメージしてつくるかが重要で

あるというご意見がありまして、その上で２番目、７行目でございますが、今後10年間という

タームで労働力が急速に減少することが予測されるため、雇用型の法人経営、かなり大規模な

法人経営が一つの技術の担い手になっていくことを前提に、技術体系を考えていくべきである

というご意見を賜りました。 

 16行目でございますけれども、特に将来の農業・農村の姿、ビジョンがある程度あって、そ

れに向けて必要な技術は何かといった形で検討することが必要であるということで、今までの

延長では想像できない農村社会が出てくるので、地域政策を実現する上では、特に中山間など

では地域経営といった概念を導入する必要があるというご意見をいただいております。 

 26行目でございます。特に日本は中山間地の農業が多いのだから、例えばロボットにおいて

も、北海道のような規模拡大が容易な地域のみならず、中山間地域において導入が可能なオー

ルマイティな研究をやっていくべきではないかということでございました。 

 ２ページをごらんください。 

 それぞれのテーマの関連でいただいたご意見を、幾つかご紹介申し上げます。 

 まず、収益力向上技術というテーマで①多収への挑戦でございますが、４行目、先進国に比

べ日本は収量水準の伸びが非常に小さいが、その原因を考えることが必要である。それから、

生産現場レベルの多収を達成する条件は何かということを明確にすべきというご意見をいただ

きました。 

 それから11行目、オランダ等の状況を見ると品種改良には限界があり、栽培方法と品種改良

をセットにした形での研究開発が重要であるというご指摘でございます。 

 20行目、②強みのある農産物づくりへの挑戦です。 

 ２つ目の●、25行目から、強みのある農産物づくりにおいては、実需者との連携に加えつく

り手の意見、やはり収量が多いということ、それから味がいい、非常に機能性が高いというこ

ととあわせて、つくる人がいかにそれをつくりやすいかというところにも重要な点があるとい

ったご指摘をいただきました。 

 ③資材高騰対応への挑戦でございます。 

 37行目、わらの田んぼへの放置は次作に悪影響がある。わらを処理していく上で耕畜連携が

必要であるというご意見をいただいております。 

 ３ページをごらんください。 
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 次の論点でございますが、15行目に生産システム革新技術ということで、①省力・大規模化

への挑戦のご意見でございます。 

 17行目、北海道では広大な土地があるものの、それを担う人が本当にいなくなっている。省

力、低コストに関する研究が非常に重要であるというご指摘でございます。 

 ②取り組みやすい農業への挑戦につきましては、24行目でございますが、消費者に対して価

値を訴求できるような仕組みを重視すべきである。これまではトレーサビリティ情報の伝達等

にとどまっていたけれども、ＩＣＴを活用して消費者の実需に対応できる仕組みを構築するこ

とにより、農産物の販売価格の上昇等が可能となるということでございます。 

 それから29行目、特に篤農家、匠のレベルのノウハウをつくることを目標に研究すべきであ

るというご指摘も賜りました。 

 ４ページをごらんください。 

 ③高パフォーマンス畜産への挑戦でございます。 

 特に10行目、海外に依存している飼料の餌代の高騰は致命的であるということでございまし

て、黒毛和牛の肥育農家にとっては、やはりトウモロコシを与えなければ目的の味にならない。

トウモロコシの代替飼料となり得るようなものを育種改良し、餌代の低減につなげる必要があ

るというご指摘をいただきました。 

 ３つ目の論点は、16行目の（３）産地強靱化技術でございます。 

 ②強みのある農村づくりへの挑戦でございますが、23行目で、共同配送が強みのある農村づ

くりのキーになると考えるというご指摘でございます。 

 それから25行目、環境保全型の技術とか農法の開発という項目が入っていなかったけれども、

多面的機能を発揮するという意味でも非常に重要であり、環境保全型農業も、ある種、成長に

結びつくような使い方も考えられるので、検討すべきであるというご意見でございます。 

 以上が前回のご意見でございます。 

 次に、資料４をかいつまんでご説明申し上げます。 

 これは前回の研究骨子へのご意見を、７月３日、第１回の検討会の後に皆様方からお寄せい

ただいたものでございます。 

 これも全般と個別課題に分かれておりますが、かいつまんで申し上げます。 

 全般に関して、17行目にございますが、これまでも取り組んでいる延長上の課題は交付金や

競争的研究資金でもできるということで、今回の場合には農政の転換期において先導性、革新

性が必要であるというご指摘をいただきました。 
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 それから、23行目でございます。ニーズの把握が不足している。特に生産者、消費者、新た

な経営体などに対して的確な意見の把握を行うべきということで、したい研究、できる研究か

ら委託プロの課題設定を行うべきではないというご意見をいただいております。 

 テーマ別のご意見でございます。 

 まず29行目、農業を魅力ある産業にするための「収益力向上技術」でございます。 

 多収への挑戦でございますけれども、33行目、最初の○の２行目で、特に、大豆については、

多収化ということ以前に、営農現場で起きている収量水準の低位不安定性という問題を解決す

べきであり、そのような現実の問題を克服する技術的取り組みが不可欠であるというご指摘。 

 その下に飼料作物についてもございますが、38行目、子実トウモロコシなど濃厚飼料向けの

作物生産や、これと野菜作とを組み合わせた新たな輪作体系の構築などにかかわる技術開発を

推進すべきであるというご意見をいただきました。 

 40行目でございますけれども、地下かんがいシステムはそれなりの技術ができているけれど

も、問題は、そのシステムを有効かつ持続的に活用するための栽培技術なり指針の構築がまだ

進んでいないことである。 

 ２ページをごらんください。 

 35行目、強みのある農産物づくりへの挑戦でございます。 

 40行目の○で、「消費者ニーズを踏まえたマーケットイン型農業生産の追求」という表現が

適切である。ただ、そこで想定される技術内容がなかなかイメージできないというご指摘もあ

わせていただいております。 

 ３ページをごらんください。 

 一番上の○、健康で活力ある超高齢社会の実現のための、ヒトでの農産物や丸ごと食品の栄

養・健康機能のエビデンス実証とこれを活用した食品企業と連携した機能性表示食品の開発が

必要である。強みのあるものの中でこういったものも扱うといったことが入っております。 

 20行目から、資材高騰の関係でございます。 

 特に33行目でございます。肥料の投入量の低減と併せた緑肥の投入や堆肥肥料分の効率利用、

稲わら資材の利用など総合的なシステム化とそれに伴う増収が必要であり、これに関連する研

究が必要といったご指摘もいただいております。 

 ４ページをごらんください。 

 ２つ目の論点、生産流通システム革新技術の関係でございます。 

 １点目、省力・大規模化への挑戦の関係では、特に６行目にございますが、多数のほ場に対
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するＩＣＴ技術等を活用した経営管理の必要性があるということで、そういったものをきちっ

と入れていただいて、パイプライン化といった個別の技術のみならず、全体として表現すべき

というご意見をいただきました。 

 11行目でございますが、省力・大規模化に伴う園芸分野における問題として、特に園芸品目

で大規模化や多収生産を目指していく場合には、病害虫対策の必要性が増すということで、こ

ういった対応が必要であるというご指摘でございます。 

 31行目、誰でもできる農業への挑戦でございますが、42行目、新規就農の機会向上などにお

いても、すぐに高度な栽培技術が必要ではない、だれでもできる栽培システムの開発が必要で

あるというご指摘でございます。 

 ５ページ、高パフォーマンス畜産への挑戦では、特に７行目、自給粗飼料、イアコーン等国

産濃厚飼料の生産、ＴＭＲの生産・利用、そしてエコフィードの高度化、低コスト化に係る技

術といったものが重要で、また、その新たな経営モデルの開発が必要であるというご指摘。 

 それから10行目、受胎率の低下に歯どめをかけ、乳用牛の生涯生産性を飛躍的に高める遺伝

的革新技術と経営技術が必要であるというご指摘です。 

 ３つ目の論点につきましては、14行目、産地強靱化技術でございます。 

 異常気象対応・温暖化対応への挑戦でございますが、特に情報提供による危険回避というか、

災害回避という指摘が文章にありましたが、それに対して、本来的には、急な気象変動などの

影響をできるだけ受けにくいリスク分散型の生産システムの構築も目指していく必要があると

いうご意見をいただきました。 

 31行目では、生産者が手軽に病害虫発生状況やリスクを予測できるシステムの構築が必要で

あるというご指摘です。 

 最後、強みのある農村づくりへの挑戦でございますが、41行目、「スローフードを核とし

た」という表現がございましたが、そういった枕詞はなくてもよい。「都市農村交流の再活性

化手法」についても、何を開発するのかがわかりにくいということで、明確化が必要というご

指摘をいただきました。 

 43行目については、個別の技術開発ではなく、生産性、品質、経営まで含めた総合的な環境

保全型農業システムとしての技術開発を打ち出す必要があるというご指摘をいただいておりま

す。 

 最終ページでございますけれども、７行目、食品産業、観光業等との連携によるスローフー

ドを核とした６次産業化、都市農村交流は、中山間地域の活性化に大いに効果がある、そうい
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ったご指摘をいただいております。 

 以上が前回から今回の間にいただいたご意見でございます。 

○中嶋座長 検討会でのご発言、その後お寄せいただいたご意見をコンパクトにまとめて説明

していただきました。 

 これにつきまして、委員の皆様から何かご意見、コメント等いただけますでしょうか。何か

追加したほうがいいものがあれば、もしくは取りまとめ方が少し違っている等お気づきの点が

あれば。 

 前回ご出席いただかなかった委員の皆様にも、この場でお気づきの点があればご発言いただ

ければと思います。 

○砂子委員 出口を見据えた研究だとか先端技術の展開という形の中で、研究という中ですば

らしい意見がいろいろ出されていると思いました。 

 ただ１点、私ども、富士通というＩＴベンダーの立場で今まで農業現場に何とかＩＣＴをと

いう中で、私も28年ぐらいいろいろ取り組んできましたが、お客さんに入れても結構単発で、

もしくは地域限定で終わってしまって、なかなか普及しない。思ったようにご活用いただけな

いという課題があります。出口を見据えた研究、先端技術の活用はすばらしいと思いますが、

普及させるためにはもう一段階、そこで「この技術を普及させるためにはどうすればいいの

か」という検討と、取り組みが必要なのではないかという気がしています。 

 例えばＩＣＴを活用するという形で考えた場合に、初期設定の負荷軽減だとか、利用する場

合のユーザーインターフェース、例えば入力項目を一つでも減らして簡単に機能が使えるよう

にするとか、あと教育、サポートの問題、アフターサポート含めて、普及のため、ＩＣＴを広

げていくための課題というところを議論のひとつに挙げていただければありがたいと思います。

○中嶋座長 研究の内容の中にも、そういう普及の課題が入っていたほうがいいのではないか

というご趣旨と捉えてよろしいですか。 

○砂子委員 そうですね。出口が普及に直結するには、非常に難しい課題があると思います。

そこの課題が何なのかというところも検討して、できればスムーズに普及展開、あるいは数多

くの農家さんのお役に立てるような仕組み、そこに向けた検討というのも必要と思います。 

○浅井委員 私からは２点、前回欠席して申しわけなかったんですけれども、１点目がマーケ

ット、出口に直結する研究を推進していくという中で、やはりマーケットに基づく戦略という

のはセットだと思うんですね。マーケットの定義であるとか選定、そのマーケットに関する記

載がちょっと少ないのではないかと思っておりまして、生産者はやはり消費者、需要者のニー
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ズに合った作物をいかにそのコストでつくるかという中では、その先にあるマーケットのニー

ズにこたえるべく、そこは一気通貫で研究から生産、マーケットというところまでつながって

いないと、なかなか普及というところに至らないのではないかというのが１点目です。 

 ２点目が、収益力向上技術のところなんですが、「多収への挑戦」という言葉に関してちょ

っと違和感があります。やはりこれから10年先を見据えていく中で、日本の研究、日本の農業

というものは収量だけではなくて高品質・多収量を実現していく、そういう意識を私自身、持

って取り組んでおりまして、一番最初に出てくる言葉は「多収」だけではなくて、「高品質・

多収への挑戦」という言葉でもいいのではないかと思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐野委員 最初に島田さんからご案内のありましたＡ３の、平成27年度からのこのプランの

ことですが、最終的に現場からヒアリングをされて、現場シーズで必要な研究開発課題をつく

り上げていくというプロセスは正しいと思うんですけれども、ある一定の段階で、それがどう

いう結果だったのかをもともとの生産現場の方々に評価をしていただかないと、ニーズだけて

聞いて、それで「こういうふうにしてきたけれども、こうなった」ということではなくて、最

終的な生産現場からのご評価をいただいて、それである程度よかったのかどうか、みずから評

価するのではなくて受益者のほうから評価していただくことが、そもそも開発の最後の出口の

評価に、その観点が少し薄いのではないかということを最初に感じました。 

 それから、委員の皆さんの発言のところで何点か気がついたことがございますので、少し申

し上げたいと思います。 

 委員発言要旨の２ページ、強みのある農産物づくりへの挑戦で、品種と栽培方法のセットと

いうことが何回か出ておりますけれども、私もトマトの栽培等含めていろいろやっておるんで

すが、日本の技術に加えて海外も、それは種苗会社もいろいろな形も含めて、海外の民間企業

がグローバルにしのぎを削って研究開発しているというところと、我が国の研究機関はどのよ

うに連携していくのか、提携していくのか。いや、ジャパン一本筋で行くのか、グローバルに

Ｒ＆Ｄのアライアンスを考えていくのかということにつきましては、少し検討の意味があるの

ではなかろうか。 

 国の機関ですので、他の国の民間企業と何か一緒にやることは少しハードルが高いのかもわ

かりませんが、実はグローバルなＲ＆Ｄのそれぞれの技術の進歩というのは物すごく早いもの

ですから、どんどん取り残されていってしまうことを少し危惧しております。 

 それから４ページ、強みのある農村づくりへの挑戦ということで、１人ではなくてみんなで、
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例えば共同配送したらいいというご意見があったと思いますが、どうしても各産地、各生産者

もしくは生産団体が１人で頑張っているということがありまして、農業者もしくは農業生産者

の全国的な連携といいますか、技術を横串にしたもう少しＲ＆Ｄの、生産者同士がもっと連携

しながら進めていく、共同でやっていくといったところが我が国では少し弱いのではないかと

思っております。 

 最後に、資料４の追加意見について島田さんからご説明がありましたが、この中で、野菜の

コールドチェーンのことなんですが、ご案内のように、最近カット野菜が物すごく増えており

ます。葉物を含めまして、株で売るというよりそういう流通がどんどん増えていますので、農

産現場のファーミングプロダクションのＲ＆Ｄだけではなくて、その次の青果物の物流、すな

わちスーパーコールドチェーンが今、求められています。１℃か３℃か５℃の間で確実に価値

のあるものを消費者に届けていくことについて、私は国全体としての大きな必要性を感じてお

りまして、どの部局でどのようにやっていただくことなのか、経産省の方なのか私にはよくわ

かりませんけれども、コールドチェーンについてはぜひこの活力を創造するというプランの中

でご検討賜れればと思います。 

○中嶋座長 他にご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 前回もそうでしたが、これらのご意見について今、役所のほうからご返答いただくことはせ

ず、一番最後にお時間があればまとめてリプライしていただくという形で進めたいと思います。 

 それでは、今までのご意見の取りまとめについての確認はここまでとさせていただきまして、

続きまして、本検討会での研究戦略策定の議論に資するため、全国８カ所でのブロック提案会

を開催していただき、農業者や都道府県にニーズに関するアンケート調査を行っていただいて

おります。これらの結果について、事務局からご説明いただきます。 

○島田研究推進課長 資料５－１、５－２、そして６についてご説明申し上げます。 

 先ほど座長からご紹介いただきましたように、全国でブロック提案会をさせていただきまし

た。 

 資料５－１の１ページ、囲みのところにございますが、北海道ブロックから九州ブロックま

で、合計８ブロックにおきまして意見をいただく機会を持たせていただきました。開催日の右

に「コメンテーター（名）」と書いてありますが、いわゆる農業の第一線でかかわっていただ

いている皆様方、農業者の方々、加工・流通業者の皆様、それから農業団体の方々、そして農

業改良普及員、農業革新支援専門員の方々、そして研究においてコーディネートをしていただ

いております産学連携コーディネーターということで、こういった皆様にそれぞれ数名参加し
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ていただきまして、ご意見を賜りました。 

 このブロック提案会においては、最初に今、ご紹介しました第一線の方々にご意見をいただ

き、その後に技術シーズの提案ということで、技術シーズをいただいたものに対するご回答を

いただきました。そういったプロセスについては資料６でご説明させていただきますが、そう

いった取り組みをさせていただきました。 

 先ほどのようにご意見をご紹介いたしますので、しばらくの間、お付き合いをいただければ

と思います。特に各ブロック別には分けずに、全体として、先ほどのそれぞれの論点に分けま

して、ご意見をまとめさせていただいております。 

 全般的な意見は資料５－１の１ページ、研究戦略全般のところでございます。 

 重複がないように、今回、新たに出てきた部分をかいつまんでご説明申し上げますと、例え

ば10行目でございますが、高齢化に伴い、今後、若い人に経営を引き継ぐ必要がある中で、サ

ラリーマン並みの収入が必要である。それから、収入の確保につながるような技術開発をして

ほしいというご意見がございました。 

 テーマ別には２ページからでございます。 

 多収への挑戦の関係では、７行目、今後10年で所得倍増という目標を掲げている中で、研究

開発では単収の増加のみならず、単価を上げるための取り組みが必要であるというご指摘をい

ただきました。 

 15行目、集落営農や法人化により経営規模の大規模化が進んでいる状況下、大規模経営体が

園芸に取り組む余地がある。販売価格が安定した品目を選んで機械化、省力化、そして単収の

向上を図っていくことが必要であるというご意見を賜っております。 

 30行目でございます。加工業務用野菜の流通コストが非常に課題となっているが、スケール

メリットを出してコストを下げるための検討・研究が必要であるというご指摘です。 

 強みのある農産物づくりの関係では、３ページの４行目でございます。アメリカに行ってい

たけれども、大規模化がすべてではないと思った。特に品質、価格のバランス、マーケットの

動向が大切である。だれのための研究かを意識することが研究に当たっては重要であるという

ご指摘でございます。 

 ６次産業関連では14行目、産地と消費者との循環をうまく回すには、生鮮食品と加工食品の

生産をセットにする必要がある。そのような視点での技術開発が重要であるとのご指摘です。 

 あわせて流通の関係でございますが、21行目でございます。生鮮品の野菜と果実の品質の安

定をお願いしたい。流通量の７割以上がスーパーでの取り扱いとなっているけれども、品目ご
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との市場受け入れ時期から流通、店頭販売終了時期まで大体３カ月あるということでございま

して、品質の安定は産地の信用につながるため、品質維持につながる試験研究をお願いしたい

ということでございます。 

 資材高騰対応への挑戦の中では、30行目、機械価格の高騰、資材費の高騰等がありますので、

耐久性のある機械や資材の開発をしてほしいということです。 

 土づくりの観点でございますが、35行目、土壌の中をもう少しきちんとはかれるような技術

革新ができるようであれば、活用できる。作物に不足している成分が何かが正確にデータとな

って出てくれば非常によいということでございます。 

 ４ページでございます。 

 飼料の関係でございますが、７行目、重労働であること、飼料価格の高騰などから高齢畜産

農家の離農が加速している現状があります。現在、現場で求められている課題は低コストかつ

多収の自給飼料の生産であるということで、技術開発もこれにターゲットしてほしいというこ

とです。 

 肥料の関係でございますが、16行目、耕畜連携による畜産農家からの堆肥の利用を考えてい

るが、堆肥中に雑草の趣旨が混じっており、問題がある。畑に投入する前に取り除ける、ある

いは不活化するということなんでしょうか、技術が期待されるということでございます。 

 次の論点、生産システムの革新技術でございますが、34行目でございます。 

 水稲の直播栽培の確立が必要であるが、直播栽培の問題点として収量の不安定さがある。ま

た、直播を続けると雑草が繁茂するという状況があって、雑草防除の技術確立が必要であると

いうご指摘をいただきました。 

 ５ページでございます。 

 その他の部分にございますが、10行目、大規模化を行うと昨期の延長が必要になってくる。

これまでは高温になるため栽培を行っていなかった時期にも栽培するようになり、そういった

違う気象条件下、特にここでは高温対策技術が必要であるというご指摘をいただいております。 

 次に、取り組みやすい農業への挑戦でございます。 

 18行目、過去の取り組みについて、いわゆる見える化ができておらず、勘のようなものに頼

っている状況であるということで、こういうことを解決するような、ＩＣＴ技術といったこと

もあるんだと思いますが、そういったものの必要性をご指摘いただいております。 

 高パフォーマンス畜産の関係では、38行目、酪農にとって受精卵着床率が低いことが受精卵

移植に取り組む農家減少の理由であるということで、ランクがあるようでございますが、品質
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の高いＡランクの受精卵でも受胎しないものがある。受胎率８割以上の確率まで持っていくこ

とが大切であって、そういった技術に期待したいということでございます。 

 ３つ目の論点、産地強靱化技術でございます。 

 異常気象対応等については10行目、温暖化に伴い、品質や病害虫の問題が顕在化してきてい

る。基礎技術での対応の検討を希望しているということ。 

 18行目、冬の温暖化で野菜栽培農家は困っている。ネギでは春先から初夏にかけてハエの害

が多くなっている。成虫のまま越冬する害虫が温暖化によって見られるということで、こうい

った防除体系が必要であるというご指摘をいただきました。 

 強みのある農村づくりへの町村でございますが、31行目、少子化で人口が減る中での農村シ

ステムについて、所得があっても小さな町は人がいなくなると学校等がなくなるなど、地域シ

ステムが崩れるという大きな問題がある。農村システムの研究も必要というご指摘です。 

 34行目、特に中山間地域では、耕作放棄地の問題、鳥獣害の問題があり、新しい技術を導入

することに現場が追いつかない状況。そういう意味で、耕作放棄地の解消あるいは中山間地域

を維持するための研究にも重点を置いてほしいということでございました。 

 ７ページの４行目でございます。環境保全のため、年間労働の３分の１を草刈りに費やして

いる。草が生えない、または畦畔が崩壊しない土の開発あるいは低価格で導入できる作業者の

負担が少ない草刈り機や、手間のかからないカバークロップ、こういったものの開発をしてほ

しいということでございました。 

 これが第一線の皆様方からの生のご意見でございます。 

 あわせて、検討会に出ていただいた方々からのアンケート結果、その他、行政部局を通じて

集めていただきました情報を資料５－２でご紹介させていただきます。 

 収集の期間でございますが、７月８日から７月16日、全国８ブロックの提案会にご出席いた

だいた傍聴者の方々から145件のアンケートをいただきました。それから都道府県の農業者に

同県の関係部局から聞いていただいたものが24件、農業者等から寄せられたものが10件、こう

いったものをまとめさせていただいております。 

 かなり網羅的になってございますので、恐縮でございますが要点だけ申し上げますと、２ペ

ージに大豆関係の記述がございます。 

 12行目、機械収穫によるロスを低減して実収量を向上させるための、機械化作業体系に対応

した品種の育成等をお願いしたいということ。 

 それから野菜でございますが、17行目、入院時食事医療費の対象となる野菜類の生産技術の
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開発が必要であるというご指摘。 

 26行目は果樹の関係でご指摘がございます。落葉果樹の規模拡大を阻害している着果量調節

及び収穫の労力を軽減できる技術の開発への期待があるということでございます。 

 それから30行目、花でございますが、特色のある品種─新しい花色、芳香性、花もち性、

省力的品種─の育成のための中間母本の育成と供給をしてほしいというご意見でございます。 

 ３ページの５行目、生産現場で多収化を阻害している要因の解明と対策技術の導入実証とい

うカテゴリーに大豆・麦・そばとございます。その８行目のところから、生産現場において大

豆等の低収要因を解明し、開発された対策技術を円滑に導入するための一連の研究・技術開発

及び現場での導入実証等の流れが必要であるというご指摘をいただいております。 

 17行目、米・麦・大豆・トウモロコシの部分では、粘土質土壌でも安定多収の子実トウモロ

コシ品種、あるいは子実トウモロコシの水田輪作体系への組み込みによる麦・大豆の連作障害

の回避技術が必要であるというご指摘でございます。 

 ４ページでございますが、輸出関連でのご指摘をご紹介いたします。 

 27行目でございますが、今後、輸出を増やしていくならば、輸出に対応した栽培方法や品種

等についてスタンダードなものをつくり上げていくことが必要である。国によって輸入する農

産物に対するさまざまな基準が設けられており、ロボットを確保しながら売り込んでいくため

には、ターゲットとする国や国際基準等に準拠した作物生産技術の開発が必要であるというご

指摘です。 

 ５ページでございます。 

 31行目、再エネ・省エネの関連で、施設内の上部に設置されている遮光ネットや保温用ビニ

ールと同様に使用できるような太陽光発電シートの開発が必要であるということで、可塑性が

ある太陽光のパネルが最近出ておりますが、そういったものを研究していただきたいというこ

とではないかと思います。 

 ６ページ、生産システム革新関連のご指摘で、米の部分でございますが、18行目、土壌条件

に左右されない省力で安定多収の直播技術の開発。土壌条件により種籾が埋没したり表層に露

出したままとなっている等、播種深度を保てないため発芽が安定しないため、そういった安定

化技術を期待したいということでございます。 

 次に、ちょっと飛んでしまいますが８ページでございます。 

 取り組みやすい農業への挑戦の中で、６行目、収穫～ほ場搬出までの一連の作業の中で軽労

化を図れるようなシステムの開発、例えばトラックへの自動積み込み機などの開発が必要であ
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るということで、こういったものへの期待が挙げられています。 

 31行目、高パフォーマンス畜産への挑戦でございますが、生体情報、営農システムを牧場で

使うネットワークは、凡用ネットワークとすべき。ネットワークの維持に農業の負担を増やし

てはいけないというご指摘がございます。 

 産地強靱化の関係は９ページでございますが、５行目に米の関係がございます。水稲の粳品

種の品質向上技術の確立、特に高温に加えて湿度が高い条件下での高温登熟障害の回避技術が

必要であるというご指摘でございます。 

 22行目、降雹、遮光・遮熱に対応可能な多目的な防災網システムの開発が必要であるという

ご指摘。 

 25行目でございますが、さまざまな気象災害から農作物や生産基盤を守るための、総合的な

防災システムの検討、特に病害虫のＩＰＭに相当する気象災害の対策が必要であるということ

でございます。 

 10ページでございますけれども、強みのある農村づくりへの挑戦の関係で、７行目、地域の

資材を活用した循環型農業技術を確立する必要があるという点。 

 鳥獣害対策につきましては、15行目、大規模経営に対応した鳥獣被害対策技術。電気木柵に

ついては栽培面積が広いと経費や労働力から実施できないということで、これに代わるような

効果的な鳥獣害対策を求めたいということでございます。 

 最後、中山間地域における経営の関係で、20行目でございますが、養蚕の新スタイル、遺伝

子組み換えカイコの技術普及需要の拡大への対応を求めたいということでございます。 

 資料６でございます。 

 これは、その席上でたくさんの技術シーズをご紹介いただきました。提案課題数については

327、延べ377となってございますけれども、そのうち146件のプレゼンをいただいたところで

ございます。作物別、それから先ほどの論点別に表を整理させていただいておりますが、主な

ものが後ろに載ってございます。 

 時間の関係でほとんどご説明はできませんが、例えば３ページであれば、土地の利用率を格

段に高めるような二毛作、三毛作といった取り組みが必要である、そういうものが技術として

できているというご提案。５ページであれば、ＦＯＥＡＳをうまく使って、併せてそこに土壌

診断を入れることによって、特に低収量が懸念されているような大豆等の問題を回避するとい

った技術提案でございます。 

 ７ページは信州大学から、科学技術振興機構あたりの研究費でできた技術だというご紹介が
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ありましたが、紫レーザー励起蛍光分光法によって、そこに絵がございますが、可給態窒素、

炭素、そして窒素、可給態リン酸、陽イオンの置換容量、こういったものを非破壊でその現場

においてはかることができる技術ができており、こういったものを活用することで土壌診断な

りが効率的にできるのではないかというご紹介をいただきました。 

 ９ページは神奈川県農業技術センターからのご紹介でございますが、収量を格段に高める、

あるいは結果年齢を非常に短縮させるジョイント栽培技術というものがございますが、これの

樹形を統一し、その関連の機械、器具を開発することによって労働時間を大きく短縮できるの

ではないか。40％というお話がございましたが、そういったことができるということでござい

ます。 

 11ページには畜産関係でございますが、新しい胚移植の技術ができているということで、現

場において子宮の機能を改善し、受胎率の向上もできますということでございました。 

 12ページは乳牛に関係して、デラバル株式会社から技術の提案がございました。いわゆる自

動搾乳機で搾乳した牛乳を牛の診断に使ったり、あるいは牛の栄養状態を確認したりする仕組

みを使って、効果的に酪農を進めるといったご提案をいただきました。 

 13ページでございます。稲等では登熟不良が起こっているわけでございますが、高温不稔を

回避するような品種開発のメカニズムがわかったというご説明をいただいております。 

 この他、先ほど申し上げましたように300件を超えるご提案をいただいておりますので、今

後、こういったものを検討の材料にして進めていきたいと思っております。 

○中嶋座長 この委託プロジェクト研究は行政ニーズに基づく研究でございますが、それが現

場のニーズとちゃんと合っているかどうか確認しながら次年度の枠組みを検討するという意味

で、今回、現地でお話を聞いてこのようにまとめ上げていただいたことは、大変重要な情報に

なっているのではないかと思っております。 

 委員の皆様からご質問等があればお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。特によろ

しいでしょうか。 

 それでは、もしお気づきの点があればまた後ほどご質問いただければと思います。 

 この後、骨子の検討をさせていただきたいと思いますので、次の内容に移らせていただきま

す。 

 検討会委員の皆さんのご意見、それから今、ご説明いただいたブロック提案会での意見、提

案を踏まえて、事務局で研究戦略の骨子案を整理していただきました。これが資料７でござい

ます。それが３つのテーマに分かれておりますので、テーマごとに区切って説明していただき
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たいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○島田研究推進課長 資料７－１及び７－２をお配りしておりますが、主に資料７－１でご議

論いただきたいと思います。 

 資料７－１の研究戦略骨子でございますけれども、先ほど座長からご紹介いただきましたよ

うに、今後の委託プロジェクトの研究においての戦略をつくるための検討骨子でございますの

で、今日、第２回で、どういう検討をしていくかを大まかにご議論いただきまして、この後、

９月から３回ほど私ども、こういう検討会を持っていただきたいということでございまして、

それぞれの内容について私どものほうで皆様方からいろいろご指示をいただいて資料をつくり、

そしてまた、戦略を検討していただくという段取りにさせていただきたいと思います。 

 したがいまして、今回の資料７－１の性格につきましては、皆様方からのニーズを整理させ

ていただいて、骨子としたものでございます。この後９月以降の検討会においては、農水省の

ほうで既に取り扱っているというのか、着手しているような研究もございますので、そういっ

たものとの仕分けは当然させていただくことと、また、実際にどうやって進めていくか、先ほ

ど普及といったこともございましたので、技術をどのように普及していくかといったことも含

めて、留意事項と研究の推進方針、こういったものをご議論いただくような形にして進めてい

くつもりでございますので、そういった前提の中でご議論いただければと思います。 

 それでは、まず最初のパートでございますが、農業を魅力ある産業にするための「収益力向

上技術」についてご説明申し上げます。 

 まず18、19行でございますが、このカテゴリーでは、作物の能力を最大限発揮させるととも

に、「強み」のある農畜産物を生産し、収益力向上を実現するための挑戦をしていくという内

容でございます。 

 先ほど既にご説明申し上げているような幾つかの項目を立てさせていただいておりまして、

まず、多収への挑戦が21行目でございます。 

 この項目を立てさせていただいた趣旨を頭書きというのか、書き下し文で入れさせていただ

いておりますので、22行目からご説明申し上げます。 

 近年世界において穀物需給が逼迫しているという現状が１つございます。それから、我が国

においては農業の担い手は人口の高齢化等により減少する傾向であるということで、そういっ

た中では食料の自給率の低下が問題となるという認識がございます。このような中では次世代

の農業の担い手を確保して、きちっとした農業を維持していただくことが急務であるという認
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識に立ちまして、そのために農業・農村の所得を増大させ、農業を魅力ある成長産業にするこ

とが必要であろう。そうやって次の担い手を呼び込んでいきたいという趣旨でございます。 

 このため、生産コストの低減、収益力の向上を実現する多収技術の開発が必要であるという

前提の中で、この項目を立たせていただきました。 

 28行目からは、施設園芸においては、既に高度に環境を制御した生産システムが導入されて

いて、収益の向上が見られている。特にトマト等の栽培において既に実現しているということ

でございます。 

 一方で、土地利用型の部分は31行目にございますが、水稲においては業務用向け良食味多収

米、加工適性の高い多収米の品種育成を推進中であります。また、病害虫の抵抗性みたいなも

のは単発の遺伝子に関連しておりまして、ＤＮＡマーカーを開発して、そういったものを育種

の選別に使うことで比較的容易に抵抗性品種を開発することができる状況はございますが、一

方で収量に関しては多数の遺伝子がかかわっているためＤＮＡマーカー育種で対応できない部

分もあるということで、効率的に改良する育種技術の開発を推進している最中でございます。 

 今後の話でございますが、37行目、こうした中、土地利用型農業において収益力を向上させ

るためには、さらなる土地利用型作物の多収化等の取組が必要であるという視点、併せて地域

条件に応じた園芸作物の導入等、経営の複合化の検討が重要である。このため、作付け体系の

複雑化や効率的な管理の観点から、土壌・水分、病害虫や雑草の管理のあり方を追求し、効率

的な大規模水田輪作体系や園芸作物複合型水田輪作体系を構築することが必要だという認識の

もとに、以下の３つの点について検討を行うこととするというものでございます。 

 ○が３つございますが、最初の○については水田における野菜、土地利用型作物等との複合

経営への転換と生産性の向上を可能とする生産環境の整備、高品質・多収品種の開発、そして

栽培技術の確立が必要という視点でご検討いただく項目を立てさせていただきました。 

 ２点目でございますが、大規模法人による土地利用効率を向上させるため、地域ごとに水田

における園芸作物等との複合経営モデルを設定し、これに必要な技術体系を確立するとともに、

生産現場に低着させるための研究を実施するという視点での項目です。 

 ３点目でございますが、大豆・麦等の水田輪作作物の低収要因の再検証と対応技術の開発等

が必要であるという点でございます。 

 15行目、強みのある農産物づくりへの挑戦でございますけれども、特に強みのある農産物づ

くりの視点で書かせていただいております。 

 16行目からでございますが、先ほど出てまいりました農業・農村の所得を増大させ農業を魅
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力ある成長産業にすることで担い手を確保する、そういう視点の中では、多収への取組と並行

して農産物の付加価値を高め、収益力向上を実現する強みのある農産物づくりのための技術開

発が必要である。 

 これまでは、例えば機能性食品と言われておりますが、生活習慣病予防の効果が示唆される

ような、例えば先ほど温州ミカンのβ－クリプトキサンチンのお話もさせていただきましたし、

メチル化カテキンについては花粉症予防に効果があるというお茶の成分でございますが、こう

いった機能性成分について、その有効性の評価等を行ってきております。 

 また、23行目でございますが、今年度におきましては健康寿命の延伸効果のある機能性成分

を対象として取組をさせていただいております。 

 今後の視点でございますが、26行目でございます。今後、農産物の付加価値を高め、収益力

向上を図るため、消費者や実需者のニーズを重視したマーケットインの生産への転換を加速す

ることとし、高い安全性や業務用・加工用適性も含めた品質により、強みのある農産物づくり

を追求していく。それから、新たな機能性表示制度が検討されておりますが、この制度に対応

した品質安定化技術体系の構築が必要で、こういったことを進めることにより、強みのある農

産物生産を推進していくことが必要であるという視点から、以下の３点を項目として挙げさせ

ていただいております。 

 １点目が、33行目でございますが、最新の食品評価技術を活用した消費者の求める品質評価

モデルの開発及びこれを活用した消費者や実需者の求める農産物・食品の開発によるマーケッ

トイン型農産物生産体制の構築に関してご検討をいただきたい。 

 37行目でございますが、機能性食品の表示制度の開始に伴い、機能性食品等健康に役立つ付

加価値の高い農産物品種及び栽培技術の開発という視点での戦略の検討をいただきたい。 

 40行目でございますが、花きの競争力強化に向け、品質保証期間の延長、病害虫抵抗性等民

間等の育種を下支えする基盤技術の開発、こういったものを進めていく必要があるという視点

での検討をいただきたい。 

 次に３ページ、資材高騰対応への挑戦でございます。 

 先ほどと書き出しは一緒でございますが、担い手を確保するにはということで、５行目から

６行目でございます。生産コストを引き下げ、収益力向上を実現することが必要となるが、近

年、輸出制限等による原料供給量の減少、原油の高騰、円安等により、高騰する資材への対応

技術の開発が必要となっているという状況がございます。 

 ９行目、これまでこういうものに対応した研究でございますが、施設園芸においては、燃油
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価格高騰に対応するため、燃油使用量を削減する地中熱、太陽熱等を利用した暖房機、局所加

温技術、木質バイオマス活用技術、ＣＯ２施用技術といったものの開発を実施してきておりま

す。また、現在、再生可能エネルギーの利用による光熱費の削減、熱エネルギー利用技術の効

率化、農地土壌養分の簡易評価法の開発、そして家畜糞尿のペレット化、リン酸施肥量の削減

技術、そしてリン酸の減肥指針策定等を実施しております。 

 今後10年間に向けての対応でございますけれども、各種資材の価格は、円安や原油等の影響

によりさらに上昇する可能性がある中で、耕種経営におきましては肥料・光熱同緑肥、畜産経

営では飼料の高騰への対応が必要な状況にございます。このため、耕種経営においてはコスト

低減技術の導入等による資材費の低減を追求する、畜産経営においては飼料用米やトウモロコ

シ等の生産性向上により飼料のコスト低減と安定性の確保追求を加速するという視点に基づい

て、研究の検討をしていただきたいということでございまして、22行目から３点ほど、研究戦

略の検討をお願いしたいということで書いてございます。 

 22行目でございますが、土壌の生物科学的性質を簡易・迅速に分析し、地力を迅速に診断す

る技術の開発、それから、これら技術を活用した有機物多給による資材費低減技術の確立、肥

料の投入量の低減、利用効率の向上を可能とする耕畜連携の構築が１点目でございます。 

 ２点目が26行目、各地域での飼料利用に適した多収性飼料用米品種の開発、多収・高栄養栽

培体系の確立、そして飼料用米による特徴ある畜産物の安定生産技術の開発ということでござ

います。 

 29行目、３点目でございますが、自給粗飼料、イアコーン─これは若い実をつくったトウ

モロコシも入れた形で与える方法と聞いておりますが─等国産農耕飼料の生産、ＴＭＲの生

産・利用、そして食品残渣等をうまく活用するエコフィードの高度化、そして低コスト化に係

る技術及び新たな経営モデルの開発という点についてご検討いただきたいということでござい

まして、これが第１の論点でございます。 

 以上で一旦切らせていただきます。 

○中嶋座長 資料７－１、研究戦略骨子案の１つ目の項目、収益力向上技術についてご説明い

ただきました。 

 委員の皆様からご意見等をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 先ほど浅井委員から、「多収への挑戦」というのは「高品質・多収への挑戦」としたほうが

よろしいのではないかというご意見がありましたけれども、ここら辺、今ざっとご説明を聞い

た上で、何かございますか。 
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○浅井委員 その後の「強みのある農産物づくりへの挑戦」というところでも、やはり多収の

取組と並行して付加価値を高めていくという記載はあるので、含められているかとは思うんで

すけれども、やはり「多収」という言葉だけがひとり歩きすると日本の一番の、今、特に野菜

で言うと恐らく世界で最も高い品質を持っていると思うのですけれども、そこをより、品質を

キープしたまま収量を上げていく、そしてコストを下げていくという中では、私個人的には

「高品質・多収」のほうがいいのではないかと考えています。 

○中嶋座長 他に、いかがでしょうか。どのような観点からでも結構でございますが。 

○澤田委員 機能性食品の表示制度については、消費者庁よりまだ最終的な答申が出ていない

と思うのですけれども、この表示の内容については国等が定めるのではなくて、企業が責任を

持ってやりなさいとの趣旨だと思うのですが、それと今回の委託プロジェクト研究との相関を

どのように考えればいいのでしょうか。 

○島田研究推進課長 まさに澤田委員がおっしゃったとおりでございまして、今、消費者庁の

ほうで進めていただいている制度については、今月その概要が委員会報告として取りまとめら

れておりまして、平成27年４月から制度を始めたいと伺っております。その中で、世界で初め

て農林水産物が表示制度の対象になったということでございます。 

 その農林水産物というのは、やはりその担い手は農家の方であったり、あるいは農協の方で

あったりということでございますので、実質そういった方々が取り組んでいくことが基本だと

は思いますけれども、２つの視点があると思います。 

 最初の、農産物のエビデンスという、いわゆる機能性があるかどうかといったことを確認す

るためには、今、かなり高度な論文を求められている状況でございまして、一般的に俗世間的

に言うと、１つの機能性を確認するために１億円程度のお金がかかるということでございます

ので、やはりある程度、公的機関のサポートが必要ではないかという視点でございまして、そ

ういう意味で研究機関、大学、そういったところが農家と一緒になってそういう対応をしてい

くことが必要ではないかという視点で書かせていただいております。 

○竹内委員 前回もちょっと触れさせていただいたんですけれども、私の地域で非常に農家の

労働力が不足している、いわゆる後継者がなくて農家数が激減するというお話をさせていただ

きました。 

 この最初の多収への挑戦でございますけれども、「多収」という部分が現場に入っていくと

き、どういう形だったら入っていけるかなということを念頭に置いたときに、多収を実現する

ために品種とか栽培法とかいろいろ技術を費やすとは思いますけれども、多収を実現するため
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にこれ以上の労力や資材をかけて達成したのでは、きっと現場にはなかなか受け入れられない

のではないかという気がしています。 

 先日、生産現場で研修会がございまして、そのときにたまたま昔お世話になった農家の方が、

今、生産法人をつくられているんですけれども、ちょっと次のページにもかかわるんですけれ

ども、当時は何件かの農家の方と一緒に園芸も含めた共同化をしていて、それが発展して生産

法人になったんですけれども、今現在、地域の戸数が非常に減っていて、遊休農地みたいなも

のを全部引き受ける形になっている。そうするともう園芸作をやっている余裕がなくて、土地

利用型の作物に今は特化しているという現状があるそうです。 

 また、先ほどもありましたけれども、いわゆる多収化の技術を入れるのと品種的なものを入

れるのと同時に、それに組み合わせて栽培方法については省力化の技術を入れていかないと、

現場としては、なかなかすぐに手を出しにくいところがあるのではないかという気がしており

ます。 

 もう一点は、３ページの飼料用のお米の部分でございます。 

 これも前回の会議以降に、飼料米をつくっている方とそれを使っている方の現場でたまたま

研修会がございまして、出席して聞いたお話なんですけれども、北海道の部分では、多収品種

は独立行政法人のほうから出されている品種があるんですけれども、充分な特性がまだ足りな

くて、なかなか現場のほうではそれをつくっていけないという現状がありますので、開発は一

層スピード感を持ってやっていただきたいというのが念頭にあるんですけれども、そのできた

お米だけを畜産農家の方に提供しても使っていただけないそうなんですね。それを破砕したり、

ホールクロップサイレージですとか、あとは燕麦ですとか押麦ですとかそういうものをいろい

ろ混ぜ合わせて用途に応じたものを試行錯誤でやっているということがありますので、当然飼

料用米の増収とか多収の部分を確保しつつ使っていけるスタイルを同時に提案していかないと、

この部分、なかなか現場では普及していかないのではないかと思いますので、併せて検討して

いただけたらと思います。 

○川嶋委員 今、お話しされたお２人に関連したことなんですけれども、多収への挑戦という

ところで、やはり私も、ただの多収というよりも高品質な多収という観点が必要で、中からは

そういうことを読み取れるんですけれども、先ほど浅井委員がおっしゃったように、題名のと

ころに「多収」というのは非常にインパクトが強いものですから、そこは少し考えたほうがい

いのかなという意見には賛成です。 

 それから２ページの上で、多収の中で３点提案されていますけれども、水田における複合経
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営の技術、総合的な技術の確立と、２点目の大規模法人による複合経営モデルの設定というと

ころが非常に、大規模法人かそうではないかということ以外に、どういう違いがあるのかがち

ょっとわかりにくいというか、非常に似た課題のように感じられて、大規模法人であっても普

通の法人あるいは普通の土地利用農家であっても、この複合経営の転換に関する総合的な技術

を確立させる、そういうモデルを設定しながら地域に合ったというところは非常に賛成なんで

すけれども、この２つに分けたところにおいて、何か明確な「こういうことで」という意図が

ありましたら後で教えていただきたいと思います。 

 今の書きぶりだと、ちょっとこの違いが私には理解しにくいと思います。 

 それから、今の園芸と土地利用型の複合というところで、やはり私も省力化というところは

非常に必要だと思うんですけれども、もう一つは、単なるというか、つくるときの省力とか機

械化だけではなくて、その後のハンドリングというんですか、取り扱いとかそういうところの

機械化が今、非常におくれていると感じますので、そういう点も加味されるといいかなと思い

ます。 

 例えば私どもの県ですと、加工用のキャベツの栽培とかそういうところを非常に進んでやっ

ているんですけれども、それでもやはり収穫した後の取り扱いの部分の省力化であるとか、そ

れを輸送する部分の省力化というところに非常に問題がありまして、そこら辺がネックになっ

て進んでいかないというところも非常に感じておりますので、特にここの複合輪作体系という

ところではそういう観点を、ちょっと今、思い浮かびませんけれども、文章の中で表現できた

らいいなと感じています。 

○中嶋座長 まとめてご意見伺いたいと思いますが、他にいかがでしょうか。 

○福原委員 今までの話と重複して申しわけないんですけれども、私は土地利用型をやってお

りますので、今その話をさせていただきますけれども、何か多収化へのことばかりが目につい

てしまうというか、本当にそれが本来、第一義に考えなければいけない目的なのかなと、私、

現場にいて非常に違和感があります。今のこの書きぶりではですよ。 

 もしそうではないよとおっしゃるのであれば、それは私の感じ方だとおっしゃるのであれば、

そのようにまた後で教えていただきたいんですが、どうも何か多収性、多収性と多収にこだわ

り過ぎているような、現場では本当にそれが、あるいは担い手の所得に当然それは関係するわ

けですけれども、本当にそれが一番の目的になるのかなと、私は非常に違和感がありますので、

それ以前に、前回にも私、言わせていただいたと思うんですが、昔からの基本技術ではなしに、

今、大規模でやるべき基本的な技術をもっと見直していくべきではないかという気が、現場に
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いて、しています。 

 それと、これは私の勘違いになるのかもわかりませんが、大豆・麦の水田輪作、低収要因の

ことも書いてありまして、確かにこれはそのとおりだと思いますが、ここで議論すべき問題な

のかどうかわかりませんけれども、その前段として、今、適時適作が本当にできているのかど

うか。土地に合っていないところで麦や大豆をつくっていないか。もう少しそこをきちっと議

論した上で、さらに低収要因の検討をされるのであればいいんですけれども、本当に現場にき

ちっと合った栽培がされ、そこで基本技術がしっかりと励行された上でさらなるステップアッ

プとなっていないのではないかという気がしましたので、もしそれも勘違いでしたら、また後

で教えていただければと思います。 

○梅本委員 多収ということについて何人かからご発言があったので、あえて論争的にお話し

したいと思いますけれども、私はあえて今、多収ということをもう一回、研究開発としては問

う必要があるのでないかと思っています。もちろん品質を低下させるような多収であっては意

味がないことは当然ですけれども、ここ何年か、特に80年代以降ですか、品質を余りに気にし

過ぎてきたというか、もちろん気にしなければいけないことは確かなんですけれども、収量水

準、高い土地生産性を確保するということに対する意識が少し弱過ぎたのではないかという気

がして、これは日本の中で見てみれば、高い値段のものを買ってくれる消費者がおられるから

いいんですけれども、しかし、世界的に見たときに、他の国が相当高い収量水準を上げてきて

いる中で日本だけが取り残されていくのではないか。 

 多収自体は、コストを下げるという点では生産現場に大きな影響を与えますけれども、農業

者にとってはそれほどというか、まずはやはり品質のいいものを出していくということが価格

に影響しますので大事だと思うんですけれども、国民からすれば、将来、日本の農業は本当に

安定的に食料を供給してくれるんだろうか、そこが一番大事なところだと思うんですね。その

安定供給を担う責任をきちっと果たすという点でも、やはり多収ということに対してもう一回、

きちっとした技術的な基盤をつくり上げることが大事ではないのかなと思って、私自身は多収

を頭に出したほうが、むしろ「多収・高品質」でもいいのかもしれませんけれども、「多収」

ということを忘れるべきではないのではないかと思っています。 

○福原委員 私の勘違いかもわかりません。梅本委員がおっしゃる多収性というのは、私は一

般の栽培品種でも、そこは基本的な技術をしっかりと行って多収を目指す、これはもう大規模

でやっていれば当たり前の話なんですね。実はそれができていない大規模農家が非常に多いの

も現実です。「多収品種」と「多収性」ここはしっかりと区分けをしないと、普通の品種でも、
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例えばコシヒカリでも、10俵目指しているのか11俵目指しているのか、あるいはここの地域だ

ったら８俵なのか９俵なのかという議論と、それから多収品種で云々かんぬんという話とは分

けるべきではないかと思います。 

○梅本委員 その点は全く同感です。 

○中嶋座長 他にいかがでしょうか。 

 そうしましたら、今「多収」をめぐって幾つかご意見が出たのと、あと省力化技術といった

こととの関連性などご意見が出たんですが、ご質問も出ましたので、事務局から現段階で何か

リプライできることがあればお願いします。 

○中谷研究統括官 幾つか質問的なことをいただきました。 

 まず、現段階で「今こんなことをやっています」という形でお答えできるとすると、竹内委

員から、飼料米をつくるだけではなくて給与のほう、ＴＭＲに加工するとか、そういうところ

については現行のプロジェクトの中でほぼ、品種の育成とか栽培技術と同じくらいの力を入れ

てやってございます。 

 将来的には、恐らくそれぞれ分業していくような形も大規模なところではあり得るのではな

いかと考えております。そういうところに寄与できるような技術開発を今後とも続けていきた

いと思っております。 

 それから、これは全面的なお答えにならないかもしれませんけれども、川嶋委員から、何と

いうんでしょうか、栽培だけではなくてポストハーベストのほうの省力化もというお話がござ

いました。こちらについては、例えばということでございますが、パワーアシストスーツだと

かコンテナの積み下ろしといったところの技術開発等々、それからどうやって効率的に運ぶか

といった技術開発を、今、進めているところでございます。 

 ただ、それが充分だとはとても思えませんので、今後とも力を入れていかないといけない分

野であるとは認識してございます。 

○島田研究推進課長 検討項目を設定させていただいた立場から、川嶋委員からございました

上の部分については、水田という装置の上で水稲以外の野菜とか土地利用型の作物、こういっ

たものをつくっていく複合経営というのはあるのではないかということで、入れさせていただ

いたものでございます。 

 先ほど私、前回のご意見の中で、大規模化を進めていく農家の中で園芸作物をもっと入れて

いく余地があるのではないかといった現場の声がございましたので、そこを実は特出しをして、

水田において既に一般的につくられているネギとかそういったもののみならず、例えば果菜類、
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葉菜類、こういったものを導入する可能性が指摘されたものですから、別項目としてご検討い

ただいたらどうかという形で入れさせていただいているものでございます。 

 また何か違和感があればご意見をいただきたいと思いますが、先ほどの多収の関係では、前

回出させていただきました資料を今回、参考資料３という形で入れさせていただいております

ので、それを見ていただいても思い出していただいても結構でございますが、その中の②で、

世界の人口が2022年に78億人に伸びていきます。今現在、70億人程度だと言われておりますが、

それが大きく伸びていく中で、その人口を支えていく部分については、実は単位面積当たりの

収量の増加がそれに寄与しているという状況がございます。収穫面積なり耕地面積については、

ほとんど伸びが見込めない状況があるということでございまして、今後、2014年から10年先を

見越したときに、我が国として一定程度のそういう単収の増加は国際貢献という視点からも重

要ではないかということで、この項目を挙げさせていただいている次第でございます。 

○中谷研究統括官 あと、官房のほうからコメントしたほうがいいのかもしれませんけれども、

多収と高品質と省力、ある種、トリレンマと言ってもいいのかもしれませんけれども、その解

消を先端技術なり、あるいは技術の改良で図っていこうという考え方そのものは、スマート農

業という考え方で打ち出させていただいておりますので、これを進めていくことで３つが両立

するような農業の姿を目指していきたいと考えているところでございます。 

○別所技術総括審議官 官房の立場から申し上げますと、私どもも多収ということについて、

我が国農業は非常に高品質を強みとして発展してまいりましたし、また、消費者の方々の強い

支持を得ているという部分がある一方で、やはりこの10年、20年の各国の生産性を見てみます

と、ヨーロッパあるいはアジア各国においても作物によっては非常に単収がぐっと伸びる中で、

日本の単収はずっと停滞している。これは麦でも園芸作物でも水稲でもそういうところが見ら

れるわけであります。 

 今、中谷さんから申し上げましたとおり、やはり多収と品質と省力性みたいなもの、それを

バランスとって伸ばしていかなければいけないということがありますし、ですから当然、省力

性や品質を無視した多収ではなく、例えば品種の面でいけば、やはりその作物のポテンシャル

を上げていく、これは品種開発ですけれども、それと同時に栽培技術の中でそのポテンシャル

を最大限発揮するためにどうしたらいいかということを生産者の方々に提案できる、そういっ

た技術体系を築き上げていくべきだという考え方であります。 

 それから、省力化の面で申し上げますと、当然、今、日本の水田の約65％で主食用の水稲が

つくられているわけでございまして、残りの35％は、主食用以外の米も含めてでありますけれ
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ども、さまざまな作物生産がなされている。この65％が将来、縮まなければいいですし、伸び

ていけばもっといいんですけれども、今のトレンドからいけば、人口減少も含めて、恐らくも

っと縮んでいくだろう。そのときにどういう作物生産をなしていくかが当然重要でございまし

て、そういう意味では、この後、省力のところで出てくる基盤の問題とかそういったものも含

めて、もっと水田が汎用利用できる、本当に汎用利用できるような基盤をベースにしつつ、各

種の作物をつくっていく。 

 そのときには先ほど竹内委員がおっしゃっていたように、当然園芸といった集約型の作物を

入れた複合経営もそうですけれども、やはりメインをどうやってカバーしていくかという側面

も重要でありますので、例えば麦・大豆の生産をもう一回考えてみる、あるいは飼料作物の可

能性を追求してみる、そういった視点も重要ではないかと考えております。 

 そういう意味では、今回の「多収への挑戦」の項目のいの一番に複合経営への転換が出てく

るというのは、正直言って私にとっては若干違和感がありまして、非常に生煮えだなという感

じがあって、まだまだこの辺は議論をさせていただかなければいけないし、皆様方のご意見も

いろいろいただきながら叩いていただいて、いいものにしていきたいと考えております。 

○中嶋座長 今回のスタンスが特に現場のニーズを聞いてということだと思うんですが、もち

ろん行政ニーズというのもあって、それは食料自給率を上げるための技術開発というのが１つ

大きな目標としてあると思います。それは、もしかすると現場のニーズとは直に結びつかない

ところがあるのかもしれませんので、それを両方組み込んだ課題設定をしていく必要がある。

そのときにこの「多収」という言葉が、現場の方、それから研究者の方にどう響くのかという

ことは、文章の中で注意深く丁寧にご説明いただければという印象を私は持ちました。 

 それから、トリレンマのお話がありましたけれども、多収と高品質と、あと省力というか、

多投ですかね、投入財を削減することがそれぞれうまく達成できない可能性があるんですが、

これは技術開発を研究しようという方にとって、多収のために多投になったときにそれで認め

られるのかどうか、そういう研究計画がアクセプタブルなのかといったところでちょっと出せ

るかどうか疑問に思われるかもしれないんですね。そこら辺はばらばらに申請できるようにな

っているのか、それとも低投入で多収を達成するように求める計画なのかがはっきりわかるよ

うに書いていただきたいと思います。 

 もう一点、省力化のことは次の項目で出てくるんですよね。ただ、多収するけれども省力化

はとか、それからポストハーベストの部分についても２番目の項目に出てくるんですけれども、

それを併せ持った研究計画はどちらで出すのかとか、そこら辺、やはり研究者の方々は少し迷
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われるのではないかと思うので、この後、２番目のご説明があると思いますけれども、そこの

交通整理も少し考えていただければなと、委員の皆さんのお話を伺っていて感じた次第です。 

 すみません、私が話し過ぎてしまいましたけれども、今、言ったように１と２が、もしくは

３もお互い関わるようなところがあるかもしれませんので、時間の関係もあるので２番の話も

していただきながら、その後またご意見を伺いたいと思います。 

○上田研究推進課長 それでは、資料７－１のご説明を続けます。 

 ３ページの34行目に２つ目の論点、生産流通システム革新技術がございます。 

 これは従来の限界を超えた省力・大規模、そして取り組みやすい農業の実現への挑戦という

形で書かせていただいたものでございます。 

 １つ目が省力・大規模化ということで、今、既にご議論いただいているところでございます

が、この背景をまとめさせていただいたので、39行目からご説明申し上げます。 

 我が国においては2020年には急速な高齢社会を迎えるということで、農業人口の高齢化、農

業人口の減少が急激に進むことが予想される。こういう中で自給力を維持していかなければい

けないということでございまして、少ない農家で現在の農地を維持管理していくことが必要と

なり、担い手が全農地の大宗を占める農業構造への転換が必要となる。このため、今後は農業

生産の大規模化とともに一層の効率化・省力化を加速することが必要となるという認識を持っ

ております。 

 これまでにおいては、既に今、ご説明させていただいた部分もございますが、例えば土地利

用型農業における耕うん等の機械作業を自動化するということで、農作業ロボットの開発をし

ております。それから、先ほど農産物のコンテナといったことがございましたが、重労働を軽

労化するためのアシストスーツの開発、こういったものを推進させていただいております。あ

わせて本年度からは関係省庁との連携の中で、土地利用型農業についてはリモートセンシング

技術あるいは各種制御技術を組み合わせることによって、土地利用型農業に係る作業全般をよ

り高いレベルで自動化・精緻化するシステムの開発に取り組んでいるところでございます。 

 一方で、11行目でございますが、施設園芸につきましては生育診断ロボット、汎用搬送ロボ

ットということで実際の作業を効率化、容易化していくような技術の開発、そして効率的な生

産・流通システムの導入を図ってきているところでございます。 

 そして今後10年を見越した観点でございますが、13行目、一層の省力化・大規模化を図るた

め、機械化のおくれている果樹園芸や精密管理を要する茶園芸においては新たな生産システム

を導入したいということ、それから、大規模化に併せて生産管理の精緻化、省力化を両立しつ
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つ、最小限の人・もので最大限の収益を上げる新たな生産流通システムを構築するため、以下

の項目の検討をお願いしたいということでございます。 

 ４点ほど挙げさせていただいております。 

 まず19行目でございますが、農業経営の規模拡大の妨げや、高齢化に伴う機械管理の容易化

を可能とする産地基盤の整備技術の開発。 

 それから22行目、これは特に水稲でございますが、直播栽培における課題の再検証と対応技

術の開発による地域ごとの栽培技術の構築。 

 25行目は果樹農業でございますが、樹冠を平面的に配置した列状密植樹形、先ほどジョイン

ト栽培というものをご紹介いたしましたが、そういったものにおいて早期成園化、樹形の統一

により栽培管理を簡易化し、機械化体系を確立することで、樹種共通の省力作業体系を確立す

る。 

 ４点目、29行目でございますが、多数のほ場に対するＩＣＴ技術等を活用した経営管理手法、

ＩＣＴを活用した茶の統合管理技術の開発、こういったことをご検討いただければということ

でございます。 

 それから34行目、取り組みやすい農業への挑戦でございます。 

 特に農家の減少が急激に進むという状況、それから担い手が全農地の大宗を占める農業構造

への転換が必要になるという巡る情勢から、若い世代や他産業からの農業参加を加速すること

が必要となっているという認識でございます。 

 現在、ＩＣＴを活用した篤農家の技能・暗黙知、俗に「匠の技」と言いますけれども─の

データ化・形式知化のための研究開発等を推進しております。さらに、これらを活用して新規

参入者への容易な農業生産技術の継承を支援する方針で進めているところでございます。 

 今後10年を見渡したものについては、41行目からでございますが、農業労働力の大幅な減少

が見込まれる中、限られた担い手による農地の維持管理ができるような技術の開発、それから

新規就農者にも取り組みやすい生産流通システムの確立をするため、以下の項目の検討をお願

いしたいということでございます。 

 ３つ挙げさせていただきましたが、５行目、大規模経営に対応した高精度生産予測技術の開

発が１点目でございます。 

 ２点目としては、高齢者、障害者による福祉農業等を可能とする快適かつバリアフリーな施

設園芸の作業システムの開発ということで、「高齢者、障害者」となっておりますが、バリア

フリーですので、その他の方々にも当然取り組みやすいという意味でございます。 
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 それから10行目、水稲、露地野菜等の農作業における先進農家の技術の形式知化及びこれを

活用した技術の最適化ということで、これまで篤農家として、先進的な農家としてやっていた

だいた方の技術をきちっとデータベース化して、次の世代にそれを引き継いでいただくといっ

た趣旨でございます。 

 次に15行目、高パフォーマンス畜産への挑戦でございます。 

 畜産農家については、既に述べさせていただきましたが、輸入飼料や資材の高騰、後継者不

足、家畜糞尿処理や悪臭の問題等が原因となる周辺住民とのトラブルも相まって、農家数の減

少が急激に進んでおるところでございます。このような中では、限られた担い手による営農を

行うため、畜産の省力化、大規模化を実現する革新的生産システムの開発が必要な状況と認識

しております。 

 現在、家畜の精密な繁殖・飼養管理技術の開発、そして各種疾病のワクチン、診断法の開発

といったもの、それから畜産物の高付加価値か技術、そして品質評価技術の開発に取り組んで

きているところでございます。 

 今後10年を見通しまして、計画的な乳用種後継牛の確保、現在はホルスタイン等でそういっ

たものがありますが、今後も確保しなければいけないということでございます。 

 それから、少ない人員で高度な飼養管理を可能とする我が国独自の大規模経営の姿を実現し、

また、経営の多角化をねらう酪農の展開や悪臭等の環境問題を解決した高パフォーマンス畜産

を実現するため、以下の研究項目についてご検討いただきたいということでございまして、４

点挙げさせていただきました。 

 28行目でございますが、家畜糞尿処理や新たな悪臭低減技術の開発。これは周辺との関係で

重要であるという視点で、ご検討いただきたい。 

 それから30行目、中山間地域の耕作放棄地等での放牧による安定した和子牛生産技術の開発。 

 32行目でございますが、先ほどから出ておりました受胎率の向上、それから家畜の健康・長

寿命化による生涯生産性の向上。家畜全体がライフサイクルの中で一番高パフォーマンスにな

っていただくように乳量を確保するといった意味の生涯生産性でございますけれども、そうい

った技術のご検討をいただきたい。 

 34行目でございますが、酪農における個体情報分析に基づく、ロボット等を活用した高度飼

養管理技術の開発。先ほどちょっとご紹介させていただきました自動搾乳機と連動した検査技

術といったことでございます。 

 以上３点のご説明でございます。 
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○中嶋座長 今、ご説明いただいた点について。 

○小泉委員 １点目は質問ですが、先ほど来、説明していただいている資料の中で、２番目は

「生産・流通システム」という言い方と「生産システム」という言い方の２つに分かれており

まして、「流通」が入る、入らないでかなりイメージが違うんですね。今、説明していただい

ている中には「流通」という言葉が入っているんですが、実際に内容を見ますと流通の部分が

非常に少ないというのか、非常に重要なんですけれども欠けているような気がしていまして、

野菜農家にしても、ダンボール代を出したらそれでもう終わりみたいな、先ほどポストハーベ

ストの問題もありましたけれども、やはり収穫をどうやって効率化するか、市場に持っていく

か、そういう部分がこの内容的にはちょっと読み取れないような気がします。 

 特に、資料５－１などを見ますと「流通」が収益力向上技術の中にも入っておりますし、産

地強靱化技術の中にも「流通」という意味で要望といいますか、コメントも入っている。流通

という概念は非常に重要で、省力あるいは収益を上げるにも重要な部分だろうと思うんですが、

その辺の整理をもう一度したほうがいいような気がいたします。これは意見でございます。 

○澤田委員 次の３番のテーマにもかかわるかと思いますが、５ページの高パフォーマンス畜

産への挑戦の１番に、家畜糞尿処理云々という項目がございます。ここの題目は、いわゆる大

型化するという前提ですね。大型化するということは、当然発酵物由来のいろいろなガスが出

てきます。環境省の取組は、事業主単位で基準量を超えれば、将来的にＣＯ２課税していくと

いう動きがあると思うんですね。ご承知のように、たびたび議論されているのが反芻獣のゲッ

プ税という世界的な問題です。これだけ温暖化が進んでくると、将来的に大きな課題になって

くると考えます。この糞尿処理の研究の中にはそういうことも入っているのかどうか。 

 高収益をめざし対策がともなわない規模拡大をしたためにＣＯ２課税により結果として期待

した収益が得られなかったということは当然起こり得ると思います。この処理の中にそういう

研究テーマも入っているのかどうか。もし入っていなければ、ぜひそこは重点でやっていただ

きたいと思います。 

○砂子委員 高パフォーマンス畜産への挑戦について、ＩＴベンダーの立場で意見を言わせて

いただきます。現在、畜産の関係でも牛の発情発見だとかバルクにセンサーをつけるとか、い

ろいろな技術が開発されて普及してきていると思います。ただ、残念ながらその都度、その一

つ一つの機能に通信モジュールが必要で、農家さんはＩＴを導入すればするほど月額のランニ

ングコストがどんどん増えていく課題があります。 

 ここはぜひ高パフォーマンス畜産の新しい技術開発だけでなく農家さんの今後のランニング
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コスト等を考えた仕組みを検討すべきと考えます。例えば農場内は無線ＬＡＮで統一するなど、

開発する各ベンダー、新しい研究自体がそういうランニングコストの負担を抑えた仕組みを実

現することが求められています。 

○戸川委員 ４ページの６行目、いわゆる「農産物の運搬など重作業を軽労化するため」とい

うくだりの中で、それが農作業ロボットの開発ですとかアシストスーツの開発というと、やは

りちょっと現場と乖離があるのかなという印象があります。 

 ちょっとご紹介したいお話がございまして、奈良の下市というところで柿の生産のときに運

搬用でやっているという、今こんな研究をしていますというのをたまたま違う会合で確認しま

したので、その話をご紹介したいんですけれども、手押し一輪車の電動化ですとか無人のリモ

コン型の運搬機みたいなものを地元の制作会社と一緒に、今、研究しているんだということが

ございました。私も手押し一輪車の電動化したものを実際に使ってみたんですけれども、非常

に楽な感じで、前進していると坂を登るにも本当に楽に登れるような感じで、いわゆる中山間

地区のいろいろな作業条件のある所でそういうものは、非常に現場に即した軽労化の技術とい

うようなことでできるのではないか。 

 それをソーラーパネルでやったりだとかＧＰＳをつけることによって、例えば熱中症で倒れ

てしまったという場合にもＧＰＳで見られるとか、そういったことも含めていろいろなことが

今、研究されているようなんですね。 

 よって、言いたいことは、ここの重労働の軽労化の中に、今現在、現場で使っているような

道具そのものの作業を軽減するような技術開発、そんな視点が入ると、より現場に即したもの

になるのではないかと思います。 

○横田委員 今のお話と同じような話ですけれども、私のところも土地利用型ですので、比較

的、先ほども果樹園芸等で機械化がおくれている一方で、土地利用型はかなり機械化が進んで

いるほうだと思うんですが、その非常に機械化が進んで作業が楽になっている一方で、途中の

管理の作業などはやはりどうしても機械化できない作業が多くて、非常に苦しいところもある。 

 実際、先ほどのブロック提案会のときにも、特に水田の場合には畦畔の草刈りみたいなもの

で非常に皆さん苦労されていて、私も稲作経営者会議、全国の稲作農家の組織の若手で集まる

と、今どんな機械が欲しいかというと、みんな口を揃えて畦畔の管理を楽にする機械が欲しい

と言いますので、やはり土地利用型は機械化が大分進んだ一方で、機械化が進んでいない部分

をいかに楽にできるか。特にそういう管理が担い手にどんどん集中してきて、地域で地主さん

に管理してもらうとか別のアプローチもあるとは思いますが、やはり自分で何とか管理してい
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こうというときに、その管理をどうしていくのか。ロボットにするのか、もしくは乗用型で草

を刈れるのか、もしくはカバークロップみたいなもので覆って管理しなくてもいいのか、その

辺の技術はやはりすごく求められている技術なのかなと。 

 この管理を楽にみたいなこともあったと思うので、そういうところに含まれているのかもし

れませんけれども、そのあたりは非常に重要なのかなと思います。 

 また、アシストスーツみたいなものも、私たちも最終的に田んぼに入らないで作業を全部で

きればいいのかもしれませんが、やはりそこまではまだいけないと思いますので、どうしても

重たい機械を背負って田んぼの中に入っていくとか、細かい管理をしていく中ではどうしても

そういう作業が必要になってきますので、そういう作業を軽減できるようなアシストスーツな

ども、やはり湿田が多いと機械はなかなか入れないというところもありますので、空からやる

という方法もあると思いますが、ちょっとその辺も最終的に、なかなか水田でも機械化できな

い部分の機械化には期待したいところだなと。そういうものが少しこの中に入ってくるとあり

がたいのかなと思います。 

○中嶋座長 他にいかがでしょうか。 

 それでは、今、幾つかご質問、ご意見がありましたので、現時点で答えられる範囲でお答え

いただければと思います。 

○中谷研究統括官 いろいろご意見いただきました。それぞれ参考にさせていただいて、ご意

見を取り入れていきたいと思いますけれども、今、私どもで考えておりますことを若干お話し

いたしますと、確かにどの地方に出向いても、現場の方のご意見を伺うと、やはり畦畔なりの

り面の草刈りに対するニーズというのは非常に強うございます。今現在のところ、45度ぐらい

の傾斜を持ったのり面の草刈りまでできるロボット的なものを開発しておりまして、今度、キ

ンプロの対象機になりますので、近々市販できるような形にまで持っていけるのではないかと

思っておりますが、一方で、単に機械の開発だけではなくて、やはり基盤整備とあわせてある

程度、例えば畦畔の形状、あるいはのり面の形状みたいなものが規格化されていれば、その辺

の機械化は非常に楽になると思いますので、その辺のことも含めて、新しいプロジェクトの中

で検討していきたいと考えておるところでございます。 

 それから、地に足が着いたというか、例えば電動一輪車のような形のものも検討していきた

いと思っていますし、それから私ども、今つくっていますアシストスーツ自体は、できればそ

ういうアシスト自転車に近いようなものにしていきたいなと思ってございます。 

 今後とも、またご意見を伺って進めていきたいと思っております。 
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○波積研究開発官 澤田委員からございました畜産関係のお話でございますけれども、現在の

地球温暖化対策の研究におきましても、やはり牛等が発出いたします地球温暖化ガスを削減す

るというのは大テーマでございまして、現在でも実際、餌とかそういったものを工夫いたしま

して、少しでも排出量を削減する技術をやっております。これにつきましては引き続き、温暖

化対策の研究の中で重要な柱として位置づけられるものと考えております。 

○松尾技術政策課長 砂子委員から通信料負担のお話がございました。この件につきましては

総務省のほうといろいろお話をしておりまして、今後どんな端末がどれだけ増えるのかといっ

た需要の予測、供給の予測になるのかもしれませんけれども、そういったことが課題になって

くるんだというようなことでございまして、総務省からは特段そういうことにつきましては、

大体形が決まってきた段階で他のユーザーの方との平等性といったことも考慮しながら考えて

いきたいという話をしているところでございます。 

○雨宮事務局長 今、ご検討いただいています─本当はもっと農業全体の姿をイメージしな

がら、技術としてどういう対応をしていかなければいけなんだという絵を、皆さんのお声等も

もとに書いていかなければいけないんですけれども、これは委託プロジェクトということで、

現実的に計画を募集しなければいけない、そういう現実的な要請もあってこういう具体的な話

をさせていただいているんですけれども、そもそも委託プロジェクトは国家プロジェクトなの

で、しかも政策対応ということで、ある程度いろいろな課題がまとまって、シーズもある程度

あって、それで国がかかわる以上、国全体の課題解決に大きな影響を及ぼすとか、あるいは知

見とか知識の集約が必要だと、高度な専門家が必要だというようなものをいっぱい集めてプロ

ジェクトとして仕上げているんですけれども、やはり現場の皆さんの切実なニーズにどのよう

に応えていくか、それはまたいろいろ研究の場があるとは思います。 

 例えば今までいただいたお話でも、今ある道具が電動化できないのか、目の前のものがもっ

と便利にならないのかとか、日ごろやっている畦畔、もちろん今、メカニズム的にも非常に高

度なものが要求される畦畔のリモコンのロボットは開発して、実用化間近なわけですけれども、

目の前の簡単な作業がもうちょっと楽にならないかとか、何かそういうものをそのプロジェク

トの中にもし取り込める要素があるなら、そういう手法というのか何か、そういうものも少し

考えられたらいいなとは思いますが、基本はやはり骨太な技術開発というところに生かしてい

きたいなというのがこのプロジェクトの基本だと思っています。 

 それからもう一つ、前に戻ってちょっとこちらから質問なんですけれども、佐野委員が最初

におっしゃったスーパーコールドチェーンというのは、要するに、コールドチェーンというの
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も保存技術、保管技術というのも何十年の研究の歴史もあるし商品化の歴史もあるわけですけ

れども、今、何か新しいステージに来ているとか、新しく求められているものがあるんでしょ

うか。 

○佐野委員 少しレタスをかじっているものですから、そういうことを今、切実に思っている

んですけれども、産地でつくられた高品質な葉物野菜が、実際に使われているのは半分以上加

工業務用、特に葉物はほとんどそういうところに行くということで、せっかくいいものをつく

っているんですが、最終実需者のところに行くまでに品質にかなりダメージがある。それはイ

ンフラもそうなんですが、卸売市場の中もそうなんですが、それに加えて、逆に店頭の消費者

のニーズはカット野菜、利便性ということで、どんどん調理しないような状況になっている。

マーケットと実際にやっているファーマーというか、農地の目指す方向がどんどんずれてきて

いますので、せっかく単収を上げても質のいいものをつくっても、それを産業として最終実需

者に届けていくこと、そこを非常に痛感しておりまして、これはもうイモタマとは全く違う話

なものですから、同じような政策論議ではなくて、葉物の生鮮野菜の価値を上げるための一つ

の大きな─これが技術課題なのか流通課題なのかなと思っていました。 

 でも、先ほどのご説明で「生産流通システムの革新技術」とタイトルを変えられると思うん

ですが、ここのポストハーベストのことを突っ込んでいかないと、なかなか生産者側の収益に

もつながらないし、需要自体を高めていくことにもつながっていかないのではないかというこ

とで、委託プロジェクトの研究の中にそぐうものかどうか、私ははっきりわからないんですけ

れども、実は中間流通、加工流通のほうが非常に大事だと、特に葉物野菜については思ってい

ます。 

○中嶋座長 たたき台のときは「生産システム革新技術」で「流通」は入っていなかったんで

すかね。今回それを入れていただいているということで、今、小泉委員からのご意見もあって

佐野委員も、それから先ほど川嶋委員もそういう問題意識のご発言だったと思うんですが、流

通に関しての研究テーマというのはどんなふうに位置づけていらっしゃいますか。 

○島田研究推進課長 正直なところ、一番最初に提案させていただいたのは生産システムとい

うことで、やはり人がいなくなる、そういった中で人、物を最小限で最高の収益を上げるシス

テムを検討いただきたいということだったんですが、ブロック会議、それからこの場でのご意

見の中で、やはりポストハーベストの部分についてのご意見が多く出ている。そういう意味で、

流通の部分を改めて加えさせていただいている状況でございまして、この場でのご意見を踏ま

えさせていただいたという趣旨でございます。 
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 そういう意味ではまだ充分な把握がされていない部分がございますので、そういった項目を

入れさせていただいて、その上で今後そのあたりの技術シーズ、ニーズを把握して、ご紹介さ

せていただいて進めたいと思っております。 

○中嶋座長 今、ご説明いただいている資料での斜体字といいましょうか、斜めになっている

字のところには、ちょっとそこら辺が少ないかなという印象だというご意見だと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、時間の関係もありますので３に進みまして、１、２について残されたご質問等は、

また３のところでもご発言いただければと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○島田研究推進課長 資料７－１の６ページに３がございますので、そこからご説明を申し上

げます。 

 異常気象に負けない産地、強みのある農村をつくる「産地強靱化技術」ということで、昨今

の温暖化の影響、近年における異常気象の頻発、こういったものへの迅速な対応が必要となる

という現状認識がございます。それから、美しく伝統ある農村を将来にわたって継承していく

ことが重要であるということでございまして、今後10年でその大きな問題の時期に差しかかる、

そういう認識のもとに課題を挙げさせていただいております。 

 まず８行目、異常気象対応・温暖化適応への挑戦でございます。 

 ９行目から、もうここはご案内の点かと思いますが、地球温暖化、気象災害の深刻化が進む

中で安定的に農業生産を実現するために、農林水産分野の適応策に資するための気候変動、極

端現象の影響評価、温暖化の進行に対応するため、異常気象対応・温暖化適応に係る技術開発

が必要であると認識しております。 

 13行目でございますが、これまでの取組においては異常高温に対応するための対応技術とい

うことで、品種開発、栽培技術に取り組んできているところでございます。また、本年度から

気象情報の精緻化、生育予測技術の開発等を通じた異常気象による生育障害回避策を農業者に

自動配信するようなシステムの構築を前提として、研究を進めていただいております。 

 それから地域全体の水配分、これは降雨の異常化みたいなもの、滞留性の降雨が増えるとい

ったことも踏まえての水の分配、そして個人ほ場の水管理を自動化するシステムの開発を推進

するということで、取り組んでいるところでございます。 

 今後10年を見渡しまして、地球規模の温暖化や異常気象の増加による生産の不安定化が進行

するという予測のもとに、この問題を解消することが重要であると認識しておりまして、中長



 38 

期的な温暖化予測に基づく将来の被害回避・軽減を図るとともに、豪雨や極端な高温等の異常

気象の影響を最小限に抑えた強靱な産地を創造するため、以下の検討項目を挙げさせていただ

いております。 

 ちょっと多うございますが、24行目からでございます。 

 まず、中長期的な温暖化予測に基づく将来の異常気象の被害回避・軽減技術、適応品種の開

発という点でございます。 

 27行目は、極端な高低温・病害虫の発生等のリスク評価、そして異常気象の被害回避・軽減

技術の開発。 

 ３点目でございますが、30行目、温暖化を利する農業の実現ということで、温暖化によって

逆につくりやすい作物、果樹といったものが出てくるのではないか、そういうものに対応する

検討が必要であるということでございます。 

 32行目、局地的気象変化に対して被害回避行動が可能な、迅速な情報伝達技術の開発という

ことで、先ほどございましたように、ＩＴベンダーあるいは通信キャリアといったところの貢

献も想定しているわけでございます。 

 34行目でございますが、急な気象変動などの影響をできるだけ受けにくいリスク分散型の生

産システムの構築。これは前回の議論の中では、品質が同じで収穫期が違ったり、栽培期間を

違う形でとれるようなものもその中に含まれておりますが、そういった検討をいただきたいと

いうことでございます。 

 最後の１点は37行目、異常気象に備え、豪雨に対するための農地あるいは土地改良等による

排水・保水機能強化法の開発でございます。 

 ７ページでございます。 

 強みのある農村づくりへの挑戦ということで、ここも既にご案内のとおりでございますけれ

ども、我が国は今後、人口減少と老齢人口の増大が進行するとともに、農村から都市への人口

の流出が進行し、現在の農村の生産・流通システムの機能が停止することが懸念されている。

また、これに伴い、これまで農村地域で維持されてきた多面的機能についても低下することが

懸念されている。このような中では、新たな農村社会における生産・流通システムと住民サー

ビス供給システムを再構築するとともに、魅力と強みのある農村づくりを急ぐ必要があるとい

う認識でございます。 

 これまでにおきましては、10行目でございますが、水利施設の用排水機能を回復・保全する

技術、地域農産物の加工技術等の開発を実施しているところでございます。 
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 今後10年を見越した部分でございますが、12行目、農村人口の減少が加速する中では、最少

の人・もので生産・流通を行う中山間地域の基盤整備、少ない住民への住民サービスの提供、

魅力と強みを持った農村づくりにより、外部から人を呼び込み、賑わいのある地域づくりに資

する技術を追求するため、以下の検討をお願いする次第でございます。 

 ちょっと多うございますが、18行目からご説明申し上げます。 

 水田の複合経営への転換と生産性の向上を可能とする多機能かんがいシステムの開発等、中

山間農地の汎用化を可能とする基盤整備技術の開発を挙げさせていただいております。 

 ２点目、21行目でございますが、作物選択肢の自由度拡大による複合経営を支援する低コス

トなほ場、それから水管理制御技術と魅力的な地域支援システムによる地域経営モデルの開発

を挙げさせていただいております。 

 次でございますが、24行目、人口減少においても中山間地域の生産・流通機能の維持が可能

な農村住民への新たなサービス供給システムの開発。 

 27行目でございますが、欧州等を参考に、ブランド食品─例えば発酵食品、地域特産物、

在来品種等を用いた食品等を想定しておりますけれども─の開発を支える基盤技術を開発す

べきではないかということです。 

 30行目でございますが、中山間地域において食品産業、観光業等との連携による６次産業化

手法の開発も重要ではないかということでございます。 

 33行目、同様に、中山間地域における地域資源を活用した収益力を向上させる地域産業育成

と、地域経営モデルの開発でございます。 

 36行目は、総合防除技術の開発等、環境保全型農業等に資する技術開発及び生態系に配慮し

た農村づくりという視点で、特に環境保全型農業というものを核とした中山間対策といったこ

とが入ってございます。 

 39行目は地元の意見として出ておりましたが、鳥獣被害の回避、軽減のための技術開発も必

要であるという認識で、入れさせていただいております。 

○中嶋座長 委員の皆さんからご意見、ご質問をいただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○佐野委員 10年後を目指して気象変動に耐えることを考えていこうというふうに理解したん

ですけれども、今、指定産地制度というか、「ここでこういうものをつくればこう」という現

在の適地適作という、過去何年かの間で日本でこういうことがなされてきて、行政的にもそれ

を支援してきた。これだけ環境が変わって気象が変わっていく上において、やはり夏はどんど
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ん高度の高い所か北に行かないと難しいし、品目も変わってくるということで、委託プロジェ

クトになるのかどうかはちょっとわかりませんが、10年もしくはその先を見据えた新しい我が

国の適地適作のロードマップというんでしょうか、それは気象も土壌も品種も含めて、やはり

技術メンバーとして日本の新しい農業の適地適作を考えていこうということは、一つの大きな

国家のプロジェクトとしての意義のあることではないかと感じておりまして、何か対応すると

いうよりも、インフラを変えていくことが１つ必要ではないかという感想を持ちました。 

○小泉委員 ７ページですが、タイトルの「強みのある農村づくり」というのは、どうもこれ

だけを単独で見ますと「強み」というのは何を強みとしているのかなという印象を受けていま

す。 

 ８行目は「魅力と強みのある」という言い方で「魅力」が先に来ておりまして、その後、14

行目では「外部から人を呼び込み、賑わいのある地域づくりに資する技術」となると、「強

み」という言い方が単独で表に出たほうがいいのか、むしろ「魅力ある」と言ったほうがいい

のか、ちょっと言葉を工夫していただいたほうがいいのかなという印象を持ちました。 

○村田委員 「欧州の農業、食品産業を参考にブランド食品……」というのが出たので、ちょ

っとお話しさせていただきたいんですけれども、私、昔ヨーロッパにいた経験でちょっとお話

ししますが、向こうは原産地保護制度というのがございまして、「この地域でこういうつくり

方をするからこういうすばらしいものができるんだよ」という考えがあって、それこそ先ほど

佐野委員が言われた適地適作につながるんですけれども、日本も、ちょっと前も出ましたけれ

ども、ここであえてこの作物をつくる必要があるのかという話も出ていましたけれども、やは

り農業というのはその土地の気候ですとか地形に根差したものだと思っていますので、それを

無視ではないですけれども、例えば「ここにこれは合わないのではないか」というものに対し

て、その課題を解決する研究をしても時間とか費用に無駄が出てくるのではないかという考え

があって、例えば技術開発や研究をするにしても、スポット的にここでこういった作物を、例

えば多収を目指してつくる、高品質を目指してつくるというふうにターゲットを絞ったほうが、

多分効率もいいのではないかと考えています。 

 ブランドにもつながる話ですけれども、例えば需給率を上げるためにたくさん物をつくるこ

とも当然必要なんですが、一方で高品質なもの、日本の製品は充分高品質なんですけれども、

さらにもっと美味しいもの、もっといいものを欲しがっている方たちも中にはいるので、そう

いった人たちをターゲットにつくっていくものには、やはりストーリーが必要だと思うんです

ね。例えばヨーロッパですとワイン、ブロゴーニュとかボルドーですね。イタリアではパルマ
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の生ハムですとかスペインのイベリコハム、これらは全部その土地に根差したストーリーがあ

るわけですね。そういったものをつくっていく必要もあるのではないかと思っています。 

○梅本委員 ７ページ、強みのある農村づくりへの挑戦の一番上に「水田の複合経営への転換

と生産性の向上を可能とする多機能かんがいシステムの開発等、中山間農地の汎用化を可能と

する基盤整備技術の開発」とあって、水田の複合経営については最初の収益力向上技術のとこ

ろにもあったと思うんですが、ここはどちらかというと後ろの中山間農地が対象だと思うんで

すね。なおかつこの「汎用化を可能とする」ということは、多分水田の汎用的な利用を可能と

するということかなと思うんですけれども、中山間の水田をどこまで維持していくのか。これ

は技術の議論ではないのかもしれませんけれども、同じように中山間の水田も水田として使っ

ていくのかというところは、農地利用のあり方も含めて議論したほうがいいのかなと思った次

第です。 

 技術の議論とはかかわりないかもしれませんけれども、少し気になったものですから。 

○砂子委員 ちょっと気になったんですが、６ページに気象情報の精緻化とございまして、こ

れは方法にもよると思うんですが、例えば各地に独自につけたセンサー等の情報を不特定多数

に公開する場合、気象業務法がネックになる可能性がありますよねということで、さらに遡っ

て３ページ、ちょっと戻ってしまうんですけれども、土壌の分析の情報提供のところも、今、

計量法の問題が出てきていると思います。 

 皆さん各自が自分で分析してお使いになるならいいと思うんですけれども、かといって、す

べての農家さんが自分で分析できるわけではないのでどうしても分析センターへ委託する。そ

の場合、計量法がネックになって数値で表現できないとか、そういう課題が出てくるのかなと

思うんですけれども、そこら辺に関して幾つか現場の農家さんだとかいろいろ、そういうとこ

ろからご意見、ご相談を受けた経過があるので、そこら辺の見解等、お教えいただければあり

がたいと思います。 

○中嶋座長 他にいかがでしょうか。 

 それでは、幾つか質問もありましたので、お答えいただけるものがあればお願いします。 

○波積研究開発官 佐野委員から今後10年という話がございました。まず、見ていただきたい

資料がございますので、参考資料３の一番最後のページをごらんください。 

 左側に国際的な気候変動に関する政府間パネル─ＩＰＣＣの第４次報告書での気象予測モ

デルが出ております。これをごらんいただいければわかりますとおり、2100年には比較的楽観

的な予測でも２℃上がる。このまま何の対策もしないと４℃以上気温が上がるという結果が出
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ております。我々もこれに基づきまして、各作物の適地が変わる可能性があるのか等につきま

して、まず影響評価をしなければいけないということで、現在その影響評価をしているところ

でございます。これら影響評価を踏まえて具体的にどういう対策をするべきか、いろいろな関

係者の皆様に考えていただくことが大事ではないかと考えているところでございます。 

 その上で、現在は、直近の高温等への対策を研究しているところでございますけれども、長

期的な影響評価の結果も踏まえて、実際に農家の皆様が困らないように適切に研究開発を進め

て参りたいと考えているところでございます。 

 また、それ以外にも気象変動に関してご指摘がございましたけれども、我々としても、ご指

摘を踏まえて実際のプロジェクトの中身を精査して、つくり上げてまいりたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○中谷研究統括官 梅本委員からございました中山間の農地の、特に水田のお話でございます

が、これはもちろんご指摘のように、技術だけの問題ではございませんので、その辺のところ

はしっかりと連携をとりながらやっていきたいと思っておりますが、一方で、例えば平場の農

地が集積し、規模拡大が図られて、ある種、効率化が進むという状況の中で、中山間の農地に

ついては中山間独自の強みを生かすという取組は必要不可欠だとは思いますが、一方で、中山

間の農地においてもそれなりの効率化、効率性の追求みたいなものがないと、ハンディをはめ

たままで別のところで活路を見出そうという形は、もちろんとらざるを得ないと思うんですけ

れども、一方で、ある程度の効率化の追求も必要ではないか。 

 それから、ご案内のように、中山間の田んぼは意外とお米しかつくれないところが多うござ

いますので、そういう産地の戦略に基づいて作物選択の幅を広げるといった形での基盤整備の

あり方、低コストでどんなふうに基盤整備をしていくかといったところの検討を進める形で考

えてみてはどうかと、現状では思っているところでございます。 

○島田研究推進課長 今、砂子委員からお話をいただきました計量法の関係、それから通信法

の関係は、おっしゃるとおりのご指摘が、実は別途ＩＴの導入に関連する検討会の場でも出て

おりまして、私どもと総務省さんが今、連携をとりつつ、そういった技術的あるいは制度的な

問題を解決しようということで進めております。 

 ただ、やはり技術が最初にできまして、今回ご紹介させていただいたポータブルな非破壊の

土壌分析機器みたいなものも、現在50万円ぐらいの機器になるんですが、やはり農家さんが使

えるように軽量化、低価格化していく。そうすると、みずからがはかっていくという形になり

ますと、計量法のような他者にデータを出すということから開放されることにもなりますので、
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そのあたり、技術の進展と制度上のルールを調整しつつ、我々としてもやらせていただこうと

思っております。 

○中嶋座長 小泉委員から強み、魅力という言葉遣いの問題についてのご意見をいただきまし

たけれども。 

○島田研究推進課長 この点については必ずしも研究上の言葉ということではないんですが、

むしろ私どもとしての考え方とすれば、いわゆる社会科系の研究者の方とタイアップする形で

進めるのが、このあたりの農村づくりとかそういったものの中では重要になってくるのではな

いかと思っております。 

 そういう意味では、そういう地域の多面的機能に関連するような評価をするとか、あるいは

マーケティングといった概念、それから地域マネジメントといった仕事の人たちとタイアップ

してやっていくという趣旨の中で、適切な言葉を選んでいく必要があるかなと思っております

ので、現段階ではご容赦いただければと思いますが。 

○中嶋座長 政策の枠組みが今回、産業政策と地域政策に分かれたと思うんですが、ここは地

域政策のイノベーションを何か研究してほしいと理解するとして、それについては社会科学的

な視点も充分に入れながら、もしくはコラボレーションしていただきながらというご趣旨だと

思います。 

 ただ、その「強み」というのが理解できるかどうかが意見として出されたと思いますので、

これはこれでもいいのではないかと思いますけれども、検討していただければと思います。 

 それから、村田委員から原産地保護法といいましょうか、そういった地理的表示とかそちら

との関係でご指摘があったと思いますけれども、今度ＧＩ法もできましたし、今、計量法云々

の議論もありましたので、法律と研究との関係もかなりいろいろな局面で気にしなければいけ

ないなと。先ほどの機能性表示の問題等も、研究者の方々がそこら辺に気をつけて計画を立て

ることも必要になってくるのではないかと思いましたけれども、そこら辺はいかがでしょうか。 

○島田研究推進課長 このワーディングを使わせていただく際にＧＩの関係とご相談させてい

ただいたんですが、どちらかというと今のＧＩ制度自体は、先ほど村田委員のお話があったよ

うに、その地域に根差して伝統的につくられているようなものを対象としている。 

 そうしますと、逆に私どもがこれからブランド化を図っていくような、少し技術的な素養を

持って新商品を開発していくといったことは、実は対象から外れるんだという見解をいただい

ておりまして、そうすると、その２つのものに直接リンケージをつけるのは難しいんだと思い

ますが、ただ、その地域にある伝統的な農産物、素材みたいなものの活用は当然あると思いま
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すので、伝統的にその地域の名前がついている、例えば万願寺唐辛子とかそういったものは、

多分そういうＧＩの扱いになってくるとすればそれをどうやって加工していくとか売っていく

とか、そういったものは当然検討できるのではないかと思っております。 

 初期の検討の結果でございますので、今後また調整させていただくようにいたします。 

○澤田委員 各プロジェクトについては個別には理解できますが、この中で飼料米の関係では、

それを耕畜連携の中で全体像を見据え有効かつ効率的に使おうとする研究は、流通も含めて

個々にないような気がします。 

ご承知のように、飼料米専用のカントリーエレベーターは秋田県に１基しかない。ですから

個々の研究成果があがっても、それらをつなぐ仕組みが成立しないと、一つ一つの研究は良く

ても、最終的な耕畜連携という成果につながるかというとちょっと疑問てす。我々は平成15年

から飼料米やっていますが、この仕組みがないためコストダウンで行き詰まっています。 

 日本は優秀な研究者が多いので、個別テーマについてはかなり解決できるんですが、全体像

を考えるという部分においては弱い。特に国の機関は弱いというのが私の印象です。 

 今日、明日の研究だったら別ですが10年先ということであれば、そこは考えていただかなけ

ればいけない。飼料米は玄米の形態で保管しております。それに適した保管設備がないので品

質劣化を避けるため高い保管料を払い保冷倉庫で保管しているのが現状です。それらの入口か

ら出口まで一気通貫のテーマがこの委託プロジェクト研究にどういう形で盛り込まれているか、

教えていただきたい。 

 高収益な農業をめざすためにぜひそれをテーマとして入れていただきたいということです。 

○中嶋座長 今、３も離れて全体を通しての追加的なご意見を幾つかいただきましたので、他

の委員の方々も、先ほど発言していなかった点などがあればぜひ指摘していただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 今、澤田委員がおっしゃったことは、技術のビジネス化といいましょうか、ビジネスへの適

応でしょうか。 

○澤田委員 例えば、いろいろな技術があると思うんです。その技術をどこかでつながなけれ

ばいけない。例えば輸送の問題もありますし、備蓄の問題もありますし、先ほどの高付加価値

の問題もあります。どうやってこれらをつないでいけば一番効率がいいかを研究することが重

要と思います。 

 多収穫飼料米ができても備蓄倉庫がありませんという話になると、そこでいわゆるロスが起

こる。輸送システムを考えると中山間地の１町歩もしくは２町歩の農家のそれをどのように効
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率的に集めていくかも議論していかないと、技術は非常にいいものができたにもかかわらず、

最終的に耕畜連携の出口でコストパフォーマンスが全くありませんでしたということでは、研

究としては成り立ちますが、ビジネスとしては成り立たないということではないかと考えます。 

○中谷研究統括官 まさにおっしゃるとおりだと思います。ただ、一方で、研究開発のプロジ

ェクトでどこまでできるかというある種の限界はあるとは思いますが、今、澤田委員おっしゃ

ったようなところにつなげていけるような技術、それからそのバックとなるようなデータ、こ

れは確実に揃えていきたいと考えております。 

○別所技術総括審議官 若干補足させていただきますと、今回、委託プロジェクト研究に関す

る研究戦略の関係でご議論をいただいているんですが、幸い─と言うべきだと思いますが、

非常に広範な、高い視点からの意見をいろいろいただいておりまして、このさまざまいただい

たご意見の出口が、この委託研究プロジェクトの研究戦略のみならず、その他にも、例えば総

合科学技術会議の研究あるいは競争的資金の研究等々、もう少し研究全体の仕組みの中で我々

がどう消化していくかを、これから考えていかないといけないんだと思っております。 

 冒頭、砂子委員から普及にどうつなげていくのかというお話があって、澤田委員のお話とは

ある意味、表裏一体のようなご意見だと思っております。例えば今年は補正予算でさまざまな、

これまで独法が築き上げてきた研究の個別成果を体系化して、それで現場の生産者の方や企業

の方と一体となって実証研究をして、現場への最後の普及のために何をクリアしなければいけ

ないかというところの取組をしたりもしております。新しい取組として。 

 そういったものも１つだと思いますし、それから、この研究開発の戦略を立てる上でもう少

し、先ほどの澤田委員のお話からいけば、行政的な視点と研究とのいわゆるすり合わせを今の

段階からもっとやっていかないと、研究だけ進んで、成果が出ても現場につながらないことに

なりかねませんので、そこは行政サイドと研究サイドのすり合わせをこの秋に向けてしっかり

やらせていただきたいと思います。 

 今日ごらんいただきましたように、この研究戦略骨子ですけれども、前回の研究会での議論、

それから各地域のブロックでの提案等々を踏まえてかなり時間のない中でつくっておりますの

で、先ほど私も生煮えなんて申し上げましたが、まだまだ叩くべきところが多々ございます。

あと全体が、横の面から見てもどう体系化されていくのか。例えばこの研究、例えば収益力向

上と生産・流通システムの改善と、例えば強みのある農村づくりと全部にオーバーラップして

いるようなところもありますので、それを最後、研究プロジェクトにするときは１つの体系立

ったプロジェクトにしなければいけないと思っておりますので、そこは最終的にそういう体系
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化が見えるような整理もしていかなければいけないんだと考えられます。 

 したがいまして、秋からまたご議論いただくまでの間にもうちょっとしっかりしたものにさ

せていただいて、また各委員のご意見をいただけるようにやっていきたいと思います。 

○中嶋座長 現場のニーズ、現場の声を聞くというのは企画部会の中でも研究計画を立ててい

く上で、どうもそこは今まできちんと聞いていない部分が多かったのではないか、行政ニーズ

を先に出してしまって、それが現場で使ってもらえないものになる可能性も懸念されるので、

やはりきちんと皆さんの声を聞いて委託プロジェクトに組み立てほしいという声もありました。 

 ただ、そうするとすぐできるものだけに終わってしまって、システムを変えていくとか国家

戦略に結びつくような、大きな仕掛けに結びつくようなものにならない部分もあるので、その

両方のバランスをうまくとりながら、よりいいものをつくっていただければと思う次第です。 

○別所技術総括審議官 １点だけ補足させていただきますと、私ども、今、食料・農業・農村

基本計画、まさに中嶋先生に企画部長としてその議論をリードしていただいているんですが、

そういったものの議論、それから全体としては研究基本計画の見直しも行っております。そう

いった議論との整合性みたいなものも１度きちんと検証していかなければいけないと思ってお

りますし、研究基本戦略として、トータルとしての技術戦略がどういう姿で進んでいくのかと

いう中に、この委託研究プロジェクトがどう位置づけられるのかというところもきちんと見え

るようにしなければいけないと思っておりますので、その辺はまた技術会議のほうで汗をかい

てもらうことになりますが、努力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○佐野委員 審議官から技術の体系を全部考えてやるということで、今まさにそれを申し上げ

ようと思っていたものですから、ちょっと安心しました。 

 １つ、全体としての感想なんですが、この技術会議及び全国の公務員の方々、農業にかかわ

る研究機関の全体の人件費、経費を含めた国家として投入している資源の総額、私、全くわか

りませんけれども、そのインプットと、実際に研究が直接的、間接的に生み出したアウトプッ

トのバランスがとれているんだろうか。タックスペイヤーとしてそこが一番気になります。個

別のことをいろいろやっていくということはもちろんあるんですけれども、では、総合的にか

けている人材と時間と使っている資源全体、国家としての資源と、それによって農業の収益力

とシステムの革新と産地の強化がされたのか、５年前と比べてどうなのか、10年間投下してき

た国家資本に見合うだけの結果が出ているのか。国家を企業として考えれば、当然それがバラ

ンスシートでありＰＬであり、第三者から評価されるものですので、そこは、これからいろい

ろ研究をおやりになるに当たって、やはり説明責任というか中長期的な評価が、研究者の方々



 47 

の自己評価ではなくて国民からの評価が要るのではないかと感じました。 

 ちょっと生意気な言い方ではありますが、それほどこのプロジェクトが研究者のための研究

にならないように、現場のニーズから離れないようにしていくことが、それは別の言い方で申

し上げれば十分おわかりのことだとは思いますが、あえて一言申し上げさせていただきました。

失礼しました。 

○雨宮事務局長 佐野委員にはいろいろな場面で建設的なご意見をいただいておりますけれど

も、まさに今、おっしゃっていただいたような趣旨に応えられるように、しっかりとニーズを

酌み取って、現場、そして国民の皆さんにお返しできるような研究成果を出していきたいと思

っております。 

 よろしくお願いします。 

○福原委員 小さな話で申しわけないんですけれども、冒頭に私が話しをさせていただいたこ

と、やはりどうも腑に落ちないんですよ。それで、もう一度確認させてください。 

 この骨子の第１番に「収益力の向上」というのがあって、その中で「多収への挑戦」と書い

ているんですよ。その中の文言をずっと読んでいると、どうも私はそれが多収米のほうに動い

ていっているような気がしてならないんですが、そういった意図なんでしょうか。 

 私は、多収性と多収品種とは全く違うと思いますから、それで最終的にこの「多収への挑

戦」の中に○が３つある中の第１番に、複合経営の後に「多収品種の開発と栽培技術の確立」

と書いていますから、多収品種の開発と、これはその多収品種の栽培技術というふうに理解す

ればいいんですよね。ということは、では多収性というのはここには書かれていないので、多

収性の問題と多収品種の問題がごちゃごちゃになっているような気がして、私はむしろ現場に

いる人間からすれば、多収品種よりも多収性のほうが大事ではないかと感じていますので、最

初に言った話が理解されていなかったとすればあれなので、あえてもう一度言わせていただき

ました。 

 それと、やはりこの土地利用型の中で言えば、いろいろな文言が書いてありますけれども、

省力化が前提になった中で、私はやはりそこの地域、あるいは経営体の形に合った基本技術を

しっかりやっていくことが多収性につながるんだろうと考えています。それには、先ほどから

ＩＣＴの話も出ていましたが、データの蓄積が大規模になってくればデータの蓄積がもう必要

不可欠になってきますので、そういったところにつながってきて、最終的に安定多収を目指す

プロジェクトというのか、研究がもう少し進んでいくべきではないのかなと思いますので、あ

えて言わせていただきました。 
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○中谷研究統括官 おっしゃることよくわかりましたので、考え方の中に入れていきたいと思

います。 

 これはプロジェクトとは直接は関係ないことかもしれませんけれども、もちろん「多収」と

言うとすぐ「品種」と出てくるわけでございますが、それだけではなくて、何というんでしょ

うか、前農研機構の理事長の言葉をかりればアグロノミーの再構築といったようなものも、こ

れからの課題として私、必要だと思っておりますので、そういう視点で、恐らく今、福原委員

がおっしゃったのは基本技術とか、それからいわゆるアグロノミーといったものの捉え方の中

での多収性ということだと思いますので、その辺の方向性もしっかりと検討していきたいと思

っております。 

 ありがとうございました。 

 それから、ついでで申しわけありません、冒頭の頃に佐野委員から海外とのＲ＆Ｄというお

話がございましたけれども、若干の事例はございます。 

 事例だけご紹介いたしますと、例えば甜菜、シュガービートですが、あれはＦ１がほとんど

ですので、片親をシンジェンタのもの、もう片方を国内のものといった形で共同で開発してい

る事例等々はございます。甜菜は基本的にそういう戦略でやっています。ただ、大々的にやっ

ているかというと、決してそうではございませんので、その辺の戦略を考えていきたいと思っ

ております。 

○小泉委員 ２つ目のテーマに「新しい農家スタイルを提案する」と書いてあるんですが、新

しい農家スタイルというのはどういうイメージなのか。まだ「農家」という概念にこだわられ

るのか、これからまさに企業的なものもあれば集落営農もあればいろいろなスタイルが出てく

る中で、ここはある意味、政策誘導される部分として言葉が生きてくるところだろうと思うん

ですが、「新しい農家」というのはどういうイメージでつけておられるのか。むしろ「新しい

農業」ならわかるんですけれども、「農家」と「家」にこだわるのはちょっと古い─と言っ

たらおかしいんですが、ちょっと違うのではないかという印象を持ちました。 

○島田研究推進課長 必ずしもそういう意味では、今、お答えできるような状況にはありませ

ん。というのは、多少イメージ的なものが入っておりますので、今のご指摘も踏まえて、ワー

ディングについてはもうちょっと詰めさせていただくようにいたします。 

○中嶋座長 重要な視点をいただいたと思いますが、他にも幾つか検討すべき点があると思い

ますので、それも含めて事務局のほうでご検討いただければと思います。 

 よろしいでしょうか。─ありがとうございました。 
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 今のことも含めて、委員の皆様からのご意見を踏まえて研究戦略骨子案を修正し、これを研

究戦略骨子に取りまとめていただきたいと思っております。 

 それでは、最後にその他ですが、事務局から何かありますでしょうか。 

○小笠原調査官 それでは、資料８をお手元にお願いいたします。 

 今後のスケジュールでございます。 

 ８月末には平成27年度の概算要求がございまして、次回は９月中旬を予定しております。日

時等詳細につきましては、また調整の上、後日ご連絡させていただきたいと思いますので、お

忙しいところ恐縮でございますけれども、よろしくお願いいたします。 

 また、次回までの間、時間がございます。今回「骨子案」ということでご提出させていただ

いた資料はニーズをもとに整理しておりますので、本日、委員の方々からさまざまなご意見を

いただきましたが、また追加の意見等ございましたらいただきたいと思いますし、また、行政

の方からも意見等いただいた上で、次回に向けて整理していきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。 

○中嶋座長 以上ですべての議事を終了いたしました。 

 進行を事務局にお返しいたします。 

○小笠原調査官 中嶋座長、ありがとうございました。 

 それでは、本日の検討会はこれにて閉会とさせていただきます。 

 本日は長時間にわたり熱心にご議論いただきまして、ありがとうございました。 

午後４時３２分 閉会 


